
平成２６年号外第６号 平成２６年５月２７日 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 



北九州市監査公表第１６号

平成２６年５月２７日 

 北九州市監査委員  山 口   彰 

 同         廣 瀬 隆 明 

 同         日 野 雄 二 

同         世 良 俊 明 

定期監査の結果報告書の提出について 

(総務企画局、区役所、市選挙管理委員会事務局及び区選挙管理委員会事務局） 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を行ったので、同条

第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、総務企画局、区役所（総務企画課、コミュニティ支援課）、

市選挙管理委員会事務局及び区選挙管理委員会事務局の平成２４年度及び平

成２５年度（平成２５年４月から同年９月末日まで）の収入、支出、契約、

財産管理等の財務事務及びその他の事務の執行を対象とした。 

２ 監査の方法 

上記事務に関する監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行

されているか等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに、

関係職員から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成２５年１０月１７日から平成２６年１月３１日まで 
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４ 監査の結果 

（１）総務企画局 

監査の結果、事務は、おおむね適正に処理されていたが、一部に次のよ

うな事項が認められた。これらについては、適切な措置を講じられたい。 

ア 支出事務 

（ア）旅行命令について 

（企画課） 

旅行命令において、口頭により旅行命令を発したが、①旅行命令書

を作成しておらず、旅費の一部が支払われていないもの、②旅行命令

書を作成せずに、旅行会社にチケットの発注及び当該旅行の取消しを

行ったものが認められた。 

市旅費条例及び市旅費条例施行規則によれば、職員が出張した場合

には、当該職員に対し旅費を支給しなければならず、旅行は旅行命令

権者の発する旅行命令によって行わなければならないとされている。

さらに、旅行命令書には当該旅行に関する事項を記載し、又は記録し、

これを当該旅行者に提示しなければならないが、旅行命令書を提示す

るいとまがない場合には、できるだけ速やかに提示しなければならな

いとされている。また、旅行命令権者は既に発した旅行命令を変更（取

消を含む。）する必要があると認めた場合には、これを変更することが

できるとされている。 

適正な事務処理をされたい。 

（イ）短時間勤務職員等の時間外勤務手当について 

    （給与課、企画課） 

平成２４年度の短時間勤務職員及び非常勤嘱託員の時間外勤務手当

の支給状況を見たところ、①時間外勤務実績時間及び時間外勤務手当

の支給割合を誤ったため、過大に支給しているもの、②時間外勤務手

当の支給割合の計算を誤ったため過少に支給しているものが認められ

た。 

北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例では、週休日

に勤務を命じ、週休日の振替を行った場合には、元の週休日は勤務日

となり、発生する時間外勤務手当は勤務日の時間外勤務手当として算

定される。また、市非常勤嘱託員就業要綱では、正規の勤務時間と合
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計して１日８時間を超える勤務又は週４０時間を超える勤務の割増率

は１２５／１００とされている。 

適正な事務処理をされたい。 

（２）区役所 

監査の結果、事務は、おおむね適正に処理されていた。 

（３）市選挙管理委員会事務局 

監査の結果、事務は、おおむね適正に処理されていた。 

（４）区選挙管理委員会事務局 

監査の結果、事務は、おおむね適正に処理されていた。 
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北 九 州 市 監 査 公 表 第 １ ７ 号

平成２６年５月２７日 

 北九州市監査委員  山 口   彰 

 同         廣 瀬 隆 明 

 同         日 野 雄 二 

同         世 良 俊 明 

財政援助団体等監査の結果報告書の提出について 

（財政援助団体及び公の施設の指定管理者） 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等監査を行った

ので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

（１）財政援助団体 

今回の監査は、北九州市（以下「市」という。）が財政援助をしている総

務企画局所管団体のうち、次の２団体を抽出し、平成２４年度及び平成２

５年度（平成２５年４月から同年９月末日まで）に交付した補助金等に係

る出納その他の事務の執行を対象とした。 

(平成２５年９月３０日現在、単位:千円） 

補助金等交付 
団   体   名 

補助金等の名称 
２５年度 
交 付 (決 定 )額

２４年度 
交 付 (確 定 )額

所管課 

北 九 州 市 制 ５ ０ 周

年 記 念 事 業 実 行 委

員会 

北 九 州 市 制 ５ ０

周 年 記 念 事 業 実

行委員会負担金 

93,800 95,020 

総務企画局 

市制５０周年記

念事業推進室 

東 ア ジ ア 都 市 会 議

実行委員会 

東 ア ジ ア 都 市 会

議 実 行 委 員 会 負

担金 

9,877 9,344 
総務企画局 

アジア交流課 
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（２）公の施設の指定管理者 

今回の監査は、市が公の施設の管理を行わせている総務企画局所管の指

定管理者について、平成２４年度及び平成２５年度（平成２５年４月から

同年９月末日まで）の公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行を対

象とした。 

指定管理者名 施設名 指定期間 所管課 

国際村交流センター地域に

ぎわいづくり共同事業体 

国際村交流 

センター 

平成 21 年 4 月 1 日～

平成 26 年 3 月 31 日

総務企画局

国際政策課 

２ 監査の方法 

（１）財政援助団体 

監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行されているか等

を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに、関係職員か

ら説明を聴取した。 

（２）公の施設の指定管理者 

監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行されているか等

を主眼に、抽出による関係書類等の調査及び必要に応じ現地調査を実施す

るとともに、関係職員から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成２５年１０月１７日から平成２６年１月３１日まで 

４ 監査の結果 

（１）財政援助団体 

監査に当たっては、補助金等がその目的に沿って適正に執行されている

か等に着目して実施した。 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていた。 

（２）公の施設の指定管理者 

監査に当たっては、条例及び協定に沿って適正な管理が行われているか

等に着目して実施した。 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていた。 
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北 九 州 市 監 査 公 表 第 １ ８ 号

平成２６年５月２７日

 北九州市監査委員  山 口   彰 

 同         廣 瀬 隆 明 

 同         日 野 雄 二 

同         世 良 俊 明 

財政援助団体等監査の結果報告書の提出について 

（出資団体） 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等監査を行った

ので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、北九州市（以下「市」という。）が資本金、基本金等の４分

の１以上を出資している団体のうち、次の２団体を抽出し、平成２４年度及

び平成２５年度（平成２５年４月から同年９月末日まで）の当該団体におけ

る出納その他の事務の執行を対象とした。 

（１）公益財団法人 国際東アジア研究センター 

（２）公益財団法人 北九州国際交流協会 

２ 監査の方法  

上記事務に関する監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行

されているか等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を行うとともに、関

係職員から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成２５年１０月１７日から平成２６年１月３１日まで 
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４ 事業の概要及び監査の結果 

（１）公益財団法人国際東アジア研究センター 

  ア 事業の概要 

  （ア）目的 

     公益財団法人国際東アジア研究センター(以下「研究センター」と

いう。)は、東アジア地域の経済・社会問題に関する学術的かつ実際

的な調査・研究、国際的な学術交流の促進及び研究成果の活用を通し

て、日本を含む東アジア地域研究の発展、並びに国・地域の発展に貢

献することを目的として、平成元年９月１日に設立された法人（平成

２年１月１日財団法人化）であり、平成２４年４月１日に公益財団法

人へと移行した。 

  （イ）現況 

     研究センターは、前記の事業目的を達成するため、東アジアの経済・

社会に関する調査・研究、セミナー、シンポジウム、研究会等の開催、

広報誌及び研究報告書等の発行、大学、研究機関及び地域との連携・

協力等の事業を実施している。 

     業務実績、貸借対照表及び正味財産増減計算書は、表１、表２及び

表３のとおりである。 

  （ウ）組織 

     研究センターの組織は、次のとおりである。 

（平成２５年９月３０日現在） 

研究部長  １人 

（心得） 
研究部門  １５人 

評議員  １１人 監事  ２人 

事務局長 

１人 

事務局次長 

１人 

事務局 

７人 

役 員 

理事長（代表理事） １人 

所長（理事）    １人 

理事         ８人 
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  （エ）市との関係 

     研究センターの基本財産は現在９億３，７３５万円となっている。

このうち市は、７億６，０３５万円（８１．１％）を出資しているほ

か、補助金を平成２４年度は２億３０８万円、平成２５年度は９月ま

でに９，９９６万円支出している。 

  イ 監査の結果 

監査の結果、出納その他の事務の執行は、おおむね適正に処理されて

いた。 

研究センターの平成２４年度の収支状況は、ほぼ均衡しているものの、

研究活動収入や会費収入等自主財源の割合が低く、市の補助金に対する

依存度が高い状況が続いている。 

研究センターにおいては、平成２２年度から５年間の中期計画を策定

し、組織運営の効率化、経費節減を図るとともに市以外の外部資金の導

入に努め、地域に根ざした研究機関として、学術研究のみならず政策提

言や政策立案プロセスへの寄与、人材育成の貢献など、新たな目標の実

現に向けた活動に取り組んでいる。 

今後とも、外部からの受託事業の拡大等に取り組み、市の補助金に依

存してきた財務体質の改善を図るとともに、研究成果を国際社会及び市

民や地域社会へ還元することで本市の発展に貢献することが望まれる。 
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表１ 業務実績（平成２４年度） 

事  業  名 内        容 

1  東 ア ジ ア お よ び 地 域 の 経

済・社会に関する調査・研究及

びその成果の刊行 

・基本研究プロジェクト：14 件 

・受託請負プロジェクト：7 件  

・定期刊行物『東アジアへの視点』  

 (年 4 回・各号 1,000 部発行)  

・ＩＣＳＥＡＤ研究叢書第 9 巻の刊行 

・調査報告書 (14 本) 

・ワーキングペーパー（20 本） 

2  セミナー・研究会、市民向け

講座等の開催     

・ＩＣＳＥＡＤセミナー（10 回）開催 

・所員研究会（8 回）開催  

・市民向け講座「アジア講座」の開催 

（計 9 回、のべ 720 名が参加）   

3  国内・海外の研究機関、教育

機関との研究協力・連携の推進 

・国内・海外客員研究員招聘 （7 名）  

・国内外大学・研究機関との連携・協力

・各種講演会への講師派遣   

・大学・大学院への講師派遣と研究指導 

・東アジアの経済・社会に関する図書・資料の収集・

整理（開架図書 4.0 万冊） 

・ＩＣＳＥＡＤの研究成果、調査報告書、データの蓄

積、図書室の一般公開 

4 理事会、評議員会の開催 平成２４年６月理事会・評議員会、 

平成２５年３月評議員会 
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表２ 貸借対照表 

（平成２５年３月３１日現在、単位：円） 

科   目 
平成２４年度

決 算 額 (ａ ) 

平成２３年度

決 算 額 (ｂ ) 

差  引 

(ａ)－(ｂ) 

【資産の部】 

1.流動資産 

  現金預金 

  未収金 

  前払金 

  仮払金 

流動資産合計 

2.固定資産 

(1)基本財産 

   投資有価証券 

   定期預金 

(2)特定資産 

   退職給付引当資産 

   賞与引当資産 

(3)その他固定資産 

   機械及び装置 

什器備品

   一括償却資産 

   電話加入権 

   長期性預金 

   ソフトウェア 

固定資産合計 

資産合計 

【負債の部】 

1.流動負債 

  未払金 

  未払消費税 

  未払法人税等 

  前受金 

  預り金 

  還付未済金 

  賞与引当金  

 流動負債合計 

2.固定負債 

  退職給付引当金 

 固定負債合計 

負債合計 

【正味財産の部】 

1.指定正味財産 

2.一般正味財産 

（うち基本財産への充当額） 

（うち特定資産への充当額） 

正味財産合計 

負債及び正味財産合計 

31,487,772

0

1,120

0

31,488,892

919,811,592

17,540,408

24,721,340

9,276,000

9,204,746

1,198,067

1,229,434

824,824

20,000,000

908,154

1,004,714,565

40,967,970

22,814,160

1,160

42,080

63,825,370

919,811,592

17,540,408

21,954,742

8,268,000

3,544,637

1,742,158

1,605,759

824,824

0

966,000

976,258,120

△9,480,198

△22,814,160

△40

△42,080

△32,336,478

0

0

2,766,598

1,008,000

5,660,109

△544,091

△376,325

0

20,000,000

△57,846

28,456,445

1,036,203,457 1,040,083,490 △3,880,033

7,323,685

734,200

81,000

30,000

2,057,782

10,992,433

9,276,000

30,495,100

24,721,340

24,721,340

22,057,990

0

0

42,000

   1,965,277

13,415,643

8,268,000

45,748,910

21,954,742

21,954,742

△14,734,305

734,200

81,000

△12,000

92,505

△2,423,210

1,008,000

△15,253,810

2,766,598

2,766,598

55,216,440 67,703,652 △12,487,212

0

980,987,017

(937,352,000)

(0) 

0

972,379,838

(937,352,000) 

(0) 

0

8,607,179

(0) 

(0)

980,987,017 972,379,838 8,607,179

1,036,203,457 1,040,083,490 △3,880,033

10



表３ 正味財産増減計算書 

（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで、単位：円） 

科   目 
平成２４年度

決 算 額 (ａ ) 

平成２３年度

決 算 額 (ｂ ) 

差  引 

(ａ)－(ｂ) 

【一般正味財産増減の部】 

1.経常増減の部 

(1)経常収益 

基本財産運用益 

    基本財産受取利息 

特定資産運用益 

    特定資産受取利息 

受取会費 

  賛助会員受取会費 

事業収益 

    研究受託収益 

    刊行物収益 

     講座参加料収益 

    科学研究費間接経費収益 

受取補助金等 

    受取北九州市補助金 

受取北九州市補助金（環ｴﾚ）

受取民間助成金 

雑収益 

    受取利息 

    雑収益 

13,265,583

13,265,583

4,080

4,080

1,524,500

1,524,500

15,403,658

14,447,958

15,200

130,500

810,000

203,682,259

177,620,710

25,461,549

600,000

7,192

2,802

4,390

14,224,035

14,224,035

0

0

1,720,000

1,720,000

29,140,736

28,127,376

39,360

104,000

870,000

191,884,357

167,852,439

24,031,918

0

62,213

2,473

59,740

△958,452

△958,452

4,080

4,080

△195,500

△195,500

△13,737,078

△13,679,418

△24,160

26,500

△60,000

11,797,902

9,768,271

1,429,631

600,000

△55,021

329

△55,350

経常収益計 233,887,272 237,031,341 △3,144,069

(2)経常費用 

①事業費 

    給料手当 

    報酬・賃金 

    退職給付費用 

    賞与引当金繰入額 

    福利厚生費 

    会議費 

    旅費交通費 

    通信運搬費 

    減価償却費 

    消耗什器備品費 

    消耗品費 

    印刷製本費 

    光熱水料費 

    賃借料 

    諸謝金 

    租税公課 

    支払負担金 

     委託費 

     雑費 

201,905,353

87,905,527

17,929,081

3,235,424

9,057,000

16,531,577

249,378

15,089,036

1,615,045

2,691,781

5,420,298

5,124,595

3,360,658

2,965,539

13,615,798

5,001,641

734,200

2,819,434

8,300,995

258,346

199,945,825

82,462,295

18,192,101

3,133,628

7,936,330

13,905,132

231,368

17,686,829

1,972,581

2,981,505

6,568,379

3,930,465

4,051,717

2,500,686

11,712,888

8,052,184

182,400

2,781,935

11,420,818

242,584

1,959,528

5,443,232

△263,020

101,796

1,120,670

2,626,445

18,010

△2,597,793

△357,536

△289,724

△1,148,081

1,194,130

△691,059

464,853

1,902,910

△3,050,543

551,800

37,499

△3,119,823

15,762
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科   目 
平成２４年度

決 算 額 (ａ ) 

平成２３年度

決 算 額 (ｂ ) 

差  引 

(ａ)－(ｂ) 

②管理費 

    役員報酬 

    給料手当 

    報酬・賃金 

    退職給付費用 

    賞与引当金繰入額 

    福利厚生費 

会議費 

    旅費交通費 

    通信運搬費 

    減価償却費 

    消耗什器備品費 

消耗品費 

    修繕費 

    光熱水料費 

    賃借料 

    諸謝金 

    租税公課 

    支払負担金 

     委託費 

    雑費 

23,266,513

6,170,000

6,599,935

3,305,740

57,524

219,000

1,288,716

160,431

810,530

285,172

205,919

15,540

786,658

14,700

320,226

1,566,540

0

14,400

157,025

311,062

977,395

24,978,120

6,000,000

2,912,751

4,725,590

70,890

331,670

621,366

111,667

2,056,550

471,278

301,312

116,848

853,346

0

995,344

3,913,827

220,000

8,700

99,525

276,621

890,835

△1,711,607

170,000

3,687,184

△1,419,850

△13,366

△112,670

667,350

48,764

△1,246,020

△186,106

△95,393

△101,308

△66,688

14,700

△675,118

△2,347,287

△220,000

5,700

57,500

34,441

86,560

経常費用計 225,171,866 224,923,945 247,921

評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等 

8,715,406

0

12,107,396

1,733,124

△3,391,990

△1,733,124

当期経常増減額 8,715,406 13,840,520 △5,125,114

2.経常外増減の部 

(1)経常外収益 

経常外収益計  0 0 0

(2)経常外費用 

  ①除却損失 

    什器備品除却損 

27,227

27,227

29,346

29,346

△2,119

△2,119

経常外費用計 27,227 29,346 △2,119

当期経常外増減額  △27,227 △29,346 2,119

税引前当期一般正味財産増減額

法人税等 

8,688,179

81,000

13,811,174

0

△5,122,995

81,000

当期一般正味財産増減額 

一般正味財産期首残高 

8,607,179

972,379,838

13,811,174

958,568,664

△5,203,995

13,811,174

当期一般正味財産期末残高 980,987,017 972,379,838 8,607,179

【指定正味財産増減の部】 0 0 0

【正味財産期末残高】 980,987,017 972,379,838 8,607,179

 資料 研究センター 
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（２） 公益財団法人北九州国際交流協会 

  ア 事業の概要 

（ア）目的 

  公益財団法人北九州国際交流協会（以下「交流協会」という。）は、

幅広い市民による国際交流を推進することにより、相互理解と友好親

善を深め、国際平和に貢献することを目的として、平成２年７月２５

日に設立された財団法人であり、平成２４年１０月１日に公益財団法

人へと移行した。 

（イ）現況 

  交流協会は、多文化共生社会の実現に向け、外国人市民の支援、行

政・民間団体との連携、グローバル人材の育成などに取り組んでいる。

また、「国際村交流センター地域にぎわいづくり共同事業体」を構成し、

指定管理者として国際村交流センターの管理、運営事業等を実施して

いる。 

  賛助会員数、業務実績、貸借対照表及び正味財産増減計算書は表１、

表２、表３及び表４のとおりである。 

（ウ）組織 

交流協会の組織は、次のとおりである。 

（平成２５年９月３０日現在） 

（エ）市との関係 

   市は、基本財産３億円を全額出資するほか、国際交流活動事業等に対

する運営補助金を平成２４年度は５，７００万円、平成２５年度は９月

    役員 

 理事長   １人 

 専務理事  １人 

 理事    ３人 

 監事    ２人 

事務局  １８人 

評議員   ５人 
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までに２，７５０万円を支出している。また、市は、外国人住民への日

本語教室支援事業（平成２５年度より多文化共生拠点強化事業に名称変

更）等として、平成２４年度は９９８万円、平成２５年９月までに２１

０万円の委託料を支出している。 

イ 監査の結果 

監査の結果、出納その他の事務の執行は、おおむね適正に処理されて

いた。 

交流協会は、平成２４年１０月に公益財団法人となり、平成２５年４

月には拠点を八幡西区黒崎のコムシティに移した。これらを機に平成２

５年３月には基本方針の見直しを行い、現在、「多文化を受け入れ世界に

開かれた魅力ある地域づくりと人づくり」の長期ビジョンのもと、「外国

人市民の社会適応と社会参画を推進」、「協働による多文化共生のまちづ

くりの推進」、「多文化共生社会の担い手の育成」の３つのミッションを

掲げ、各種事業を展開している。 

交流協会の平成２４年度の収支状況は、前年度に引き続きほぼ均衡し

ている。しかしながら、市からの受託事業や補助金等が収入の大半を占

め、また、北九州市立国際村交流センターの指定管理者（太平ビルサー

ビス㈱との共同事業体）業務が平成２５年度をもって終了することから、

より一層の事業の見直しを進めることなどにより、本市の国際化推進に

向け効果的・効率的な運営に取り組まれたい。 
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表１ 賛助会員数 

（単位：人、団体） 

区 分 ２５年９月末 ２４年度末 差 引 

個 人 ６９ ８０ △１１ 

団 体 １５ ２１ △６ 

表２ 業務実績 

交流協会が実施している事業のうち、主なものは次のとおりである。 

一般会計（平成２４年度） 

事 業 名 内     容 

外国人市民の支援 ①多言語による生活情報の提供 

 ａ 留学生への情報提供 

  ・オリエンテーションの実施 

 ｂ 外国人市民のための情報誌発行 

  ・情報誌「ひまわり」（４回） 

 ｃ こくらインフォメーションでの情報提供 

  ・来場者数：3,589 人 

 ｄ ホームページの運営 

  ・アクセス数：45,497 件 

②コミュニケーション支援 

 ａ 外国人市民のための相談業務 

  ・通訳派遣業務    相談件数 148 件 

  ・医療通訳派遣業務  派遣人数 48 人 

 ｂ 外国人親子のためのにほんごひろば 

  ・夏休みにほんごひろば 

  ・放課後にほんごひろば（週 1回×2ヵ所）

  ・わくわくにほんごひろば（４回） 

  ・ママとパパのにほんご教室(週 1回×2ヵ所）

 ｃ 地域日本語教室の設置・運営（小倉南区） 

 ｄ 中国帰国者の交流支援（月４回） 

③留学生等の支援 

 ａ 留学生支援 

・日本文化講座の実施（５回） 

  ・中古自動車の無料提供、映画料金の割引 

  ・留学生フォーラムの開催（１回） 

ｂ 関原北九州大連友好基金事業 

・大連市留学生奨学金支給 

・大連市大学生奨学金支給 

④多文化共生啓発事業 

 ａ 新しい在留管理制度の研修会（1 回） 

 ｂ 防災研修バスハイクの開催（1 回） 

 ｃ コーディネーター育成事業（7 回） 

 ｄ 多文化共生フォーラムの開催（1 回） 

 ｅ 多文化共生とボランティア研修（1 回） 

 ｆ 地域に密着した多文化共生の啓発 

  ・周望学舎「アジアを学ぶコース」等の啓発
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市 民 に よ る 国 際 交 流

の推進・支援 

①国際理解教育の推進 

 ａ 国際理解教育講座の開催 

（派遣先：小・中学校８校、市民センターなど４か所）

 ｂ 国際交流員派遣 

  ・国際交流員を講師として、小学校や市民セン

ターなどへ派遣し、市民の異文化理解を促進

した。（派遣数：５件） 

②ホストファミリーの支援及び連携 

 ａ ホストファミリー交流会 

（ホストファミリー：34 人、留学生：13 人） 

ｂ JIKA 研修員ホームビジット（２回） 

 ｃ 留学生にこにこ家族交流会 

（春期・秋期 留学生：73 人、ホストファミリー：54 家庭）

 ｄ 留学生にこにこ家族バスツアー 

（11 月実施 留学生：29 人、ホストファミリー：15 家庭）

③青少年交流の促進 

  仁川市との青少年相互派遣事業 

（8 月実施：本市青少年 10 人派遣） 

④市民ボランティアの育成 

  協会ボランティアの育成のための研修会等の 

実施 

  ・行政通訳等研修講座（5 回） 

  ・中国帰国者交流支援会話パートナー研修（1 回） 

⑤国際交流団体の支援 

 ａ キーネット支援事業 

・イベントカレンダーの作成等 

 ｂ 多文化共生活動団体支援助成 

⑥国際交流団体との連携・協働 

 ａ 表彰・共催・後援の推進 

 ｂ 国際交流団体・事業のＰＲ 

その他事業 ①広報活動 

 ａ 「市政だより」への事業・イベント情報の掲

載 

 ｂ テレビ・ラジオ・新聞の取材及び広報 

②災害義援金募集 

  東日本大震災被災地への義援金募集活動 
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表３   財団法人北九州国際交流協会 平成 24 年度貸借対照表 
平成 24（2012）年 9 月 30 日現在 

（単位：円） 

科    目 当年度 前年度 増    減 

Ⅰ 資産の部 

  １．流動資産  

    現金預金    32,862,813  31,435,453 1,427,360 

    未収金    6,060,676  10,450,228 △ 4,389,552 

        貯蔵品  110,913  0 110,913 

    前払費用  1,152,216  16,200 1,136,016 

   流動資産合計  40,186,618  41,901,881 △ 1,715,263 

  ２．固定資産  

   (1) 基本財産   

    投資有価証券    298,414,500  298,414,500  0 

    定期預金    1,585,500  1,585,500  0 

   基本財産合計  300,000,000  300,000,000  0 

   (2) 特定資産   

    投資有価証券    50,000,000  50,000,000  0 

    定期預金  5,928,414  5,928,414 0 

   特定資産合計  55,928,414  55,928,414 0 

   (3) その他固定資産   

    車両運搬具    61,605  67,204 △ 5,599 

    什器備品    325,904  397,055 △ 71,151 

    電話加入権    668,888  668,888  0 

    敷金    2,236,320  2,236,320  0 

    リサイクル預託金    8,830  8,830  0 

   その他固定資産合計  3,301,547  3,378,297 △ 76,750 

   固定資産合計  359,229,961  359,306,711 △ 76,750 

   資 産 合 計  399,416,579  401,208,592 △ 1,792,013 

Ⅱ 負債の部 

  １．流動負債  

    未払金    18,174,707  24,936,661 △ 6,761,954 

    前受金    0  96,000 △ 96,000 

    預り金    1,246,990  1,170,369 76,621 

   流動負債合計  19,421,697  26,203,030 △ 6,781,333 

   負 債 合 計  19,421,697  26,203,030 △ 6,781,333 

Ⅲ 正味財産の部 

  １．指定正味財産   100,000,000  100,000,000  0 

      寄付金  100,000,000  100,000,000  0 

（ う ち 基 本財 産 へ の 充 当額 ）    (100,000,000)  (100,000,000)  (0) 

（ う ち 特 定資 産 へ の 充 当額 ）     (0)  (0)  (0) 

   指定正味財産合計  100,000,000  100,000,000  0 

  ２．一般正味財産   279,994,882  275,005,562 4,989,320 

（ う ち 基 本財 産 へ の 充 当額 ）     (200,000,000)  (200,000,000) (0) 

（ う ち 特 定資 産 へ の 充 当額 ）     (55,928,414)  (55,928,414) (0) 

   正味財産合計  379,994,882  375,005,562 4,989,320 

   負債及び正味財産合計  399,416,579  401,208,592 △ 1,792,013 

（注）当法人は平成 24 年 10 月 1 日をもって特例民法法人から公益財団法人へ移行した。これに伴い、 

移行登記日の前後をもって事業年度を区別する必要がある。当決算における事業年度は、特例民法 

法人最終期であり、その期間は平成 24 年 4 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 日までとする。 
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公益財団法人北九州国際交流協会 平成 24 年度貸借対照表 
平成 25（2013）年 3 月 31 日現在 

（単位：円） 

科    目 当年度 前年度 増 減 

Ⅰ  資産の部 

 １．流動資産    

    現金預金 35,698,464 32,862,813 2,835,651 

    未収金 3,971,037 6,060,676 △ 2,089,639 

    貯蔵品 0 110,913 △ 110,913 

    前払費用 4,000 1,152,216 △ 1,148,216 

   流動資産合計 39,673,501 40,186,618 △ 513,117 

 ２．固定資産 

  (1) 基本財産 

    投資有価証券 298,414,500 298,414,500 0 

    定期預金 1,585,500 1,585,500 0 

     基本財産合計 300,000,000 300,000,000 0 

  (2) 特定資産 

      留学生等支援基金積立資産 54,859,053 55,928,414 △ 1,069,361 

     特定資産合計 54,859,053 55,928,414 △ 1,069,361 

  (3) その他固定資産 

    車両運搬具 1,013,518 61,605 951,913 

    什器備品 232,582 325,904 △ 93,322 

    電話加入権 0 668,888 △ 668,888 

    敷金 2,236,320 2,236,320 0 

    リサイクル預託金 8,830 8,830 0 

    ソフトウェア 1,455,300 0 1,455,300 

     その他固定資産合計 4,946,550 3,301,547 1,645,003 

   固定資産合計 359,805,603 359,229,961 575,642 

   資産合計 399,479,104 399,416,579 62,525 

Ⅱ  負債の部 

 １．流動負債 

    未払金 21,001,533 18,174,707 2,826,826 

    前受金 4,000 0 4,000 

    預り金 1,031,443 1,246,990 △ 215,547 

        未払消費税等 810,700 0 810,700 

    未払法人税等 40,500 0 40,500 

   流動負債合計 22,888,176 19,421,697 3,466,479 

   負債合計 22,888,176 19,421,697 3,466,479 

Ⅲ  正味財産の部 

 １．指定正味財産 

    寄付金 100,000,000 100,000,000 0 

   指定正味財産合計 100,000,000 100,000,000 0 

 （うち基本財産への充当額） (100,000,000) (100,000,000) (0) 

 （うち特定資産への充当額） (0) (0) (0) 

 ２．一般正味財産 276,590,928 279,994,882 △ 3,403,954 

 （うち基本財産への充当額） (200,000,000) (200,000,000) (0) 

 （うち特定資産への充当額） (54,859,053) (55,928,414) (△ 1,069,361) 

   正味財産合計 376,590,928 379,994,882 △ 3,403,954 

   負債及び正味財産合計 399,479,104 399,416,579 62,525 

（注）「前年度」欄は、平成 24 年 9 月 30 日決算金額。 
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表４ 財団法人北九州国際交流協会 平成２４年度正味財産増減計算書 
平成 24(2012)年 4 月 1 日から平成 24(2012)年 9 月 30 日まで 

（単位：円） 

科  目 当年度 前年度 増減 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

１．経常増減の部 

(1)経常収益 

 基本財産運用益 2,351,105 

  基本財産受取利息 2,351,105 

 特定資産運用益 456,908 

  特定資産受取利息 456,908 

 受取会費 582,000 

  賛助会員受取会費 582,000 

 事業収益 19,758,564 

  日本語教室受託事業収益 4,000,000 

  指定管理業務等受託事業収益 15,758,564 

  行政通訳派遣受託事業収益 0 

  中国帰国者支援受託事業収益 0 

 受取補助金等 29,750,000 

  受取北九州市補助金 29,700,000 

  受取自治体国際化協会助成金 50,000 

 受取負担金 1,000,000 

  受取負担金 1,000,000 

 受取寄附金 146,450 

  受取寄付金 146,450 

 雑収益 185,827 

  受取利息 1,182 

  その他雑収益 184,645 

     経常収益計 54,230,854 

(2)経常費用  

 事業費 47,108,825 

  役員報酬 2,918,400 

  給料手当 16,724,407 

  臨時雇賃金 5,395,912 

  福利厚生費 4,360,066 

  旅費交通費 1,856,230 

  通信運搬費 681,652 

  減価償却費 76,750 

  消耗什器備品費 224,175 

  消耗品費 1,011,705 

  材料費 22,237 

  修理費 0 

  修繕費 576,786 

  車両費 66,764 

  印刷製本費 94,385 

  光熱水料費 577,979 

  リース料 373,560 

  使用料賃借料 4,482,951 

  災害保険料 124,815 

  報償費 407,004 
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  租税公課 2,316,306 

  奨学金 480,000 

  食糧費 59,855 

  支払負担金 1,534,000 

  図書費 274,089 

  委託費 1,993,174 

  雑費 475,623 

 管理費 2,132,709 

  役員報酬 153,600 

  給与手当 367,921 

  福利厚生費 425,800 

  会議費 65,893 

  通信運搬費 12,000 

  消耗品費 0 

  印刷製本費 25,000 

  光熱水料費 140,000 

  リース料 75,000 

  使用料賃借料 400,000 

  交際費 5,495 

  支払負担金 0 

  委託費 462,000 

     経常費用計 49,241,534 

      当期経常増減額 4,989,320 

２．経常外増減の部  

(1)経常外収益  

     経常外収益計 0 

(2)経常外費用  

     経常外費用計 0 

     当期経常外増減額 0 

    当期一般正味財産増減額 4,989,320 

    一般正味財産期首残高 275,005,562 

    一般正味財産期末残高 279,994,882 

Ⅱ  指定正味財産増減の部  

    当期指定正味財産増減額 0 

    指定正味財産期首残高 100,000,000 

    指定正味財産期末残高 100,000,000 

Ⅲ  正味財産期末残高 379,994,882 

（注）平成 20 年度基準(平成 20 年 4 月に内閣府公益認定等委員会から公表された公益法人会計基準をいう。)

を当該年度より適用しているため、「前年度」及び「増減」欄は記載しておりません。  

   当法人は平成 24 年 10 月 1 日をもって特例民法法人から公益財団法人へ移行した。これに伴い、移行登

記日の前後をもって事業年度を区別する必要がある。当決算における事業年度は、特例民法法人最終期

であり、その期間は平成 24 年 4 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 日までとする。 
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公益財団法人北九州国際交流協会 平成２４年度正味財産増減計算書 
平成 24(2012)年 10 月 1 日から平成 25(2013)年 3 月 31 日まで 

（単位：円） 

科     目 当 年 度 前 年 度 増    減 

Ⅰ  一般正味財産増減の部 

 １．経常増減の部 

  (1) 経常収益 

    基本財産運用益   2,351,075  2,351,105 △  30 

      基本財産受取利息    2,351,075  2,351,105 △  30 

    特定資産運用益   451,266  456,908 △  5,642 

      特定資産受取利息    451,266  456,908 △  5,642 

    受取会費   0  582,000 △  582,000 

      受取賛助会費    0  582,000 △  582,000 

    事業収益   24,654,051  19,758,564 4,895,487 

     日本語教室受託事業収益   2,046,189  4,000,000 △  1,953,811 

指定 管 理 業務 等受 託 事 業収 益   18,671,236  15,758,564 2,912,672 

     行政通訳派遣受託事業収益  997,920  0 997,920 

     医療通訳派遣受託事業収益  482,391  0 482,391 

中国 帰 国 者支 援受 託 事 業収 益   2,456,315  0 2,456,315 

    受取補助金等   28,570,909  29,750,000 △  1,179,091 

     受取北九州市補助金    27,300,000  29,700,000 △  2,400,000 

 受 取 自 治 体 国際 化 協 会 助 成 金   1,270,909  50,000 1,220,909 

    受取負担金   1,000,000  1,000,000 0 

      受取負担金  1,000,000  1,000,000 0 

    受取寄付金   31,293  146,450 △  115,157 

      受取寄付金    31,293  146,450 △  115,157 

    雑収益   620,608  185,827 434,781 

      受取利息    1,711  1,182 529 

      その他雑収益    618,897  184,645 434,252 

    経常収益計  57,679,202  54,230,854 3,448,348 

  (2) 経常費用    

    事業費   58,430,451  47,108,825 11,321,626 

      役員報酬    2,918,400  2,918,400 0 

      給料手当    17,635,476  16,724,407 911,069 

      臨時雇賃金    5,651,833  5,395,912 255,921 

      福利厚生費    4,000,787  4,360,066 △  359,279 

      材料費    64,560  22,237 42,323 

      奨学金    1,055,602  480,000 575,602 

      旅費交通費    1,797,640  1,856,230 △  58,590 

      通信運搬費    637,918  681,652 △  43,734 

      減価償却費  95,533  76,750 18,783 

      消耗什器備品費    2,234,505  224,175 2,010,330 

      消耗品費    1,364,846  1,011,705 353,141 

            修理費  764,977  0 764,977 

            修繕費  4,211,025  576,786 3,634,239 

      車両費  206,121  66,764 139,357 

      印刷製本費    346,290  94,385 251,905 

      光熱水費    604,744  577,979 26,765 

      リース料  1,582,680  373,560 1,209,120 

      使用料賃借料    4,711,553  4,482,951 228,602 

      災害保険料    226,065  124,815 101,250 
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      報償費    806,929  407,004 399,925 

      租税公課    803,731  2,316,306 △  1,512,575 

      支払負担金    1,000,000  1,534,000 △  534,000 

      委託費    4,451,490  1,993,174 2,458,316 

      図書費  461,585  274,089 187,496 

      食糧費    105,152  59,855 45,297 

      雑費     691,009  475,623 215,386 

    管理費   1,919,556  2,132,709 △  213,153 

      役員報酬    228,600  153,600 75,000 

      給料手当    258,241  367,921 △  109,680 

      福利厚生費    99,631  425,800 △  326,169 

      会議費    7,720  65,893 △  58,173 

      通信運搬費    13,131  12,000 1,131 

      減価償却費  132,300  0 132,300 

      消耗品費    1,837  0 1,837 

      印刷製本費    27,720  25,000 2,720 

      光熱水費    186,075  140,000 46,075 

      リース料    0  75,000 △  75,000 

      使用料賃借料    131,148  400,000 △  268,852 

      租税公課    12,869  0 12,869 

      支払負担金    200,000  0 200,000 

      委託費    601,020  462,000 139,020 

      交際費    19,264  5,495 13,769 

    経常費用計  60,350,007  49,241,534 11,108,473 

    当期経常増減額 △  2,670,805 4,989,320 △  7,660,125 

 ２．経常外増減の部    

  (1) 経常外収益    

    経常外収益計 0 0 0 

  (2) 経常外費用    

    除却損失  692,649 0 692,649 

            什器備品除却損 23,761 0 23,761 

            電話加入権除却損 668,888 0 668,888 

    経常外費用計 692,649  0 692,649 

    当期経常外増減額 △  692,649  0 △  692,649 

税引 前 当 期 一 般正 味 財 産 増 減 額  △  3,363,454  4,989,320 △  8,352,774 

    法人税、住民税及び事業税 40,500 0 40,500 

   当期一般正味財産増減額 △  3,403,954 4,989,320 △  8,393,274 

   一般正味財産期首残高 279,994,882 275,005,562 4,989,320 

   一般正味財産期末残高 276,590,928 279,994,882 △  3,403,954 

Ⅱ  指定正味財産増減の部    

   当期指定正味財産増減額  0  0 0 

   指定正味財産期首残高  100,000,000  100,000,000 0 

   指定正味財産期末残高  100,000,000  100,000,000 0 

Ⅲ  正味財産期末残高  376,590,928  379,994,882 △  3,403,954 

（注）「前年度」欄は、平成 24 年 9 月 30 日決算金額。 
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平成 24 年度正味財産増減計算書内訳表 

平成 24(2012)年 10 月 1 日から平成 25(2013)年 3 月 31 日まで 

（単位：円） 

公益目的事業会計  

収 益 事 業 等 会 計  法 人 会 計  
内 部 取

引 消 去  

合 計  多 文 化 共 生 推

進 事 業  

関 原 基 金 事 業  共  通  小 計  

Ⅰ  一 般 正 味 財 産 増 減 の 部   

 1 . 経 常 増 減 の 部   

( 1 )経 常 収 益  

基 本 財 産 運 用 益  0 800, 00 0  1,05 0, 825  1,85 0, 825  0 500, 25 0  0 2,35 1, 075  

基 本 財 産 受 取 利 息  0 800, 00 0  1,05 0, 825  1,85 0, 825  0 500, 25 0   2,35 1, 075  

特 定 資 産 運 用 益  451, 26 6  0 0 451, 26 6  0 0 0 451, 26 6  

特 定 資 産 受 取 利 息  451, 26 6  0 0 451, 26 6  0 0  451, 26 6  

事 業 収 益  5,98 2, 815  0 0 5,98 2, 815  18,6 71 ,23 6  0 0 24,6 54 ,05 1  

日 本 語 教 室 受 託 事 業 収 益  2,04 6, 189  0 0 2,04 6, 189  0 0  2,04 6, 189  

指 定 管 理 業 務 等 受 託 事 業 収 益  0 0 0 0 18,6 71 ,23 6  0  18,6 71 ,23 6  

行 政 通 訳 派 遣 受 託 事 業 収 益  997, 92 0  0 0 997, 92 0  0 0  997, 92 0  

医 療 通 訳 派 遣 受 託 事 業 収 益  482, 39 1  0 0 482, 39 1  0 0  482, 39 1  

中 国 帰 国 者 支 援 受 託 事 業 収 益  2,45 6, 315  0 0 2,45 6, 315  0 0  2,45 6, 315  

受 取 補 助 金 等  28,5 70 ,90 9  0 0 28,5 70 ,90 9  0 0 0 28,5 70 ,90 9  

受 取 北 九 州 市 補 助 金  27,3 00 ,00 0  0 0 27,3 00 ,00 0  0 0  27,3 00 ,00 0  

受 取 自 治 体 国 際 化 協 会 助 成 金  1,27 0, 909  0 0 1,27 0, 909  0 0  1,27 0, 909  

受 取 負 担 金  0 0 0 0 0 1,00 0, 000  0 1,00 0, 000  

受 取 負 担 金  0 0 0 0 0 1,00 0, 000   1,00 0, 000  

受 取 寄 附 金  0 0 31,2 93  31,2 93  0 0 0 31,2 93  

受 取 寄 付 金  0 0 31,2 93  31,2 93  0 0  31,2 93  

雑 収 益  521, 18 8  22  0 521, 21 0  99,3 98  0 0 620, 60 8  

受 取 利 息  1,68 9  22  0 1,71 1   0  1,71 1  

そ の 他 雑 収 益  519, 49 9  0 0 519, 49 9  99,3 98  0  618, 89 7  

経 常 収 益 計  35,5 26 ,17 8  800, 02 2  1,08 2, 118  37,4 08 ,31 8  18,7 70 ,63 4  1,50 0, 250  0 57,6 79 ,20 2  

( 2 )経 常 費 用   

事 業 費  38,3 07 ,88 6  1,15 0, 570  0 39,4 58 ,45 6  18,9 71 ,99 5  0 0 58,4 30 ,45 1  

役 員 報 酬  2,91 8, 400  0 0 2,91 8, 400  0   2,91 8, 400  

給 料 手 当  12,2 64 ,45 8  78,4 50  0 12,3 42 ,90 8  5,29 2, 568    17,6 35 ,47 6  

臨 時 雇 賃 金  4,38 5, 572  0 0 4,38 5, 572  1,26 6, 261    5,65 1, 833  

福 利 厚 生 費  3,16 0, 333  12,0 98  0 3,17 2, 431  828, 35 6    4,00 0, 787  

材 料 費  58,4 82  0 0 58,4 82  6,07 8    64,5 60  

奨 学 金  0 1,05 5, 602  0 1,05 5, 602  0   1,05 5, 602  

旅 費 交 通 費  1,55 9, 270  0 0 1,55 9, 270  238, 37 0    1,79 7, 640  

通 信 運 搬 費  524, 40 4  4,00 0  0 528, 40 4  109, 51 4    637, 91 8  

減 価 償 却 費  32,5 33  0 0 32,5 33  63,0 00    95,5 33  

消 耗 什 器 備 品 費  1,77 9, 330  0 0 1,77 9, 330  455, 17 5    2,23 4, 505  

消 耗 品 費  328, 70 7  0 0 328, 70 7  1,03 6, 139    1,36 4, 846  

修 理 費  0 0 0 0 764, 97 7    764, 97 7  

修 繕 費  11,0 25  0 0 11,0 25  4,20 0, 000    4,21 1, 025  

車 両 費  145, 58 0  0 0 145, 58 0  60,5 41    206, 12 1  

印 刷 製 本 費  326, 13 0  0 0 326, 13 0  20,1 60    346, 29 0  

光 熱 水 費  604, 74 4  0 0 604, 74 4  0   604, 74 4  

リ ー ス 料  1,58 2, 680  0 0 1,58 2, 680  0   1,58 2, 680  

使 用 料 賃 借 料  3,28 3, 069  0 0 3,28 3, 069  1,42 8, 484    4,71 1, 553  
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災 害 保 険 料  92,7 50  0 0 92,7 50  133, 31 5    226, 06 5  

報 償 費  594, 93 0  0 0 594, 93 0  211, 99 9    806, 92 9  

租 税 公 課  92,1 51  0 0 92,1 51  711, 58 0    803, 73 1  

支 払 負 担 金  0 0 0 0 1,00 0, 000    1,00 0, 000  

委 託 費  3,95 0, 380  0 0 3,95 0, 380  501, 11 0    4,45 1, 490  

図 書 費  25,5 15  0 0 25,5 15  436, 07 0    461, 58 5  

食 糧 費  89,1 14  0 0 89,1 14  16,0 38    105, 15 2  

雑 費  498, 32 9  420  0 498, 74 9  192, 26 0    691, 00 9  

管 理 費   1,91 9, 556  0 1,91 9, 556  

役 員 報 酬  228, 60 0   228, 60 0  

給 料 手 当  258, 24 1   258, 24 1  

福 利 厚 生 費  99,6 31   99,6 31  

会 議 費  7,72 0   7,72 0  

通 信 運 搬 費  13,1 31   13,1 31  

減 価 償 却 費  132, 30 0   132, 30 0  

消 耗 品 費  1,83 7   1,83 7  

印 刷 製 本 費  27,7 20   27,7 20  

光 熱 水 費  186, 07 5   186, 07 5  

使 用 料 賃 借 料  131, 14 8   131, 14 8  

租 税 公 課  12,8 69   12,8 69  

支 払 負 担 金  200, 00 0   200, 00 0  

委 託 費  601, 02 0   601, 02 0  

交 際 費  19,2 64   19,2 64  

経 常 費 用 計  38,3 07 ,88 6  1,15 0, 570  0 39,4 58 ,45 6  18,9 71 ,99 5  1,91 9, 556  0 60,3 50 ,00 7  

当 期 経 常 増 減 額  △ 2, 78 1,7 08  △  3 50 ,54 8  1,08 2, 118  △ 2, 05 0,1 38  △  2 01 ,36 1  △ 41 9, 306  0 △ 2, 67 0,8 05  

2 . 経 常 外 増 減 の 部  

( 1 )経 常 外 収 益  

中 科 目 別 記 載     0    0 

  経 常 外 収 益 計  0 0 0 0 0 0 0 0 

( 2 )経 常 外 費 用  

中 科 目 別 記 載     0    0 

除 却 損 失  515, 59 0  0 0 515, 59 0  177, 05 9  0 0 692, 64 9  

什 器 備 品 除 却 損  23,7 61  0 0 23,7 61  0 0 0 23,7 61  

電 話 加 入 権 除 却 損  491, 82 9  0 0 491, 82 9  177, 05 9  0 0 668, 88 8  

  経 常 外 費 用 計  515, 59 0  0 0 515, 59 0  177, 05 9  0 0 692, 64 9  

 当 期 経 常 外 増 減 額  △  5 15 ,59 0  0 0 △  5 15 ,59 0  △  1 77 ,05 9  0 0 △  6 92 ,64 9  

他 会 計 振 替 額  0 0 0 0 0 0 0 0 

税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額  △ 3, 29 7,2 98  △  3 50 ,54 8  1,08 2, 118  △ 2, 56 5,7 28  △  3 78 ,42 0  △ 41 9, 306  0 △ 3, 36 3,4 54  

 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  0 0 0 0 40,5 00  0 0 40,5 00  

 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額  △ 3, 29 7,2 98  △  3 50 ,54 8  1,08 2, 118  △ 2, 56 5,7 28  △  4 18 ,92 0  △ 41 9, 306  0 △ 3, 40 3,9 54  

 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高  279, 47 9,0 60  515, 82 2  0 279, 99 4,8 82  0 0 0 279, 99 4,8 82  

 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高  276, 18 1,7 62  165, 27 4  1,08 2, 118  277, 42 9,1 54  △  4 18 ,92 0  △ 41 9, 306  0 276, 59 0,9 28  

Ⅱ  指 定 正 味 財 産 増 減 の 部  

 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額  0 0 0 0 0 0 0 0 

 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高  0 100, 00 0,0 00  0 100, 00 0,0 00  0 0 0 100, 00 0,0 00  

 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高  0 100, 00 0,0 00  0 100, 00 0,0 00  0 0 0 100, 00 0,0 00  

Ⅲ  正 味 財 産 期 末 残 高  276, 18 1,7 62  100, 16 5,2 74  1,08 2, 118  377, 42 9,1 54  △  4 18 ,92 0  △ 41 9, 306  0 376, 59 0,9 28  

資料  北九州国際交流協会 
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北九州市監査公表第１９号

平成２６年５月２７日 

北九州市監査委員  山 口   彰  

同         廣 瀬 隆 明  

                 同         日 野 雄 二  

同         世 良 俊 明  

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を行ったので、同条

第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、危機管理室、消防局、交通局及び病院局の平成２４年度及

び平成２５年度（平成２５年４月から同年９月末日まで）の収入、支出、契

約、財産管理等の財務事務及びその他の事務の執行を対象とした。 

２ 監査の方法  

上記事務に関する監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行

されているか等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに

、関係職員から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成２５年１０月９日から平成２６年２月１２日まで 
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４ 監査の結果 

（１）危機管理室 

監査の結果、事務はおおむね適正に処理されていた。 

（２）消防局 

   監査の結果、事務はおおむね適正に処理されていたが、一部に次のよう

な事項が認められた。これらについては、適切な措置を講じられたい。 

ア 支出事務 

  （ア）市民防災会補助金について（その１） 

（警防課） 

     市民防災会補助金交付要綱において、審査の基準となる補助対象経

費の使途の内容や、補助金額の算出方法(補助率等)が明確に定められ

ていない。 

     市補助金等交付規則では、補助金の交付申請があったとき及び実績

報告書を受けた場合は、それぞれ交付申請書及び実績報告書に係る書

類等の審査を行い、補助金の交付決定や補助金額の確定を行うことと

なっている。 

 適正な補助金交付の執行の観点から、補助金交付要綱を見直すなど

整理をされたい。  

（イ）市民防災会補助金について(その２) 

  （警防課、小倉北消防署） 

   小倉北区市民防災会連合会（以下「防災連」という。）は、定例総

会等を小倉北区自治総連合会（以下「自治総連」という。）の定例総

会等とあわせて開催しているが、防災連の各会長は同区内の校区自

治会長が兼任していることから、定例総会等に出席した会長には、

自治総連からの旅費に加え、防災連からも交通費相当分の旅費が支

給されていた。 

市補助金等交付規則では、事務担当者の責務として、補助金等が 

法令（条例、規則、規程を含む。）および予算で定めるところに従っ

て公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないとしてい

る。 

消防局においては、補助金を交付している立場から、防災連に対 

して適正な事務処理を行うよう指導されたい。 
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（３）交通局 

   監査の結果、事務はおおむね適正に処理されていた。 

（４）病院局 

監査の結果、事務はおおむね適正に処理されていたが、一部に次のよう

な事項が認められた。これらについては、適切な措置を講じられたい。 

ア 収入事務 

  （ア）レンタル用品設置に伴う電気料金について 

（医療センター） 

    レンタル用品のうち、コインランドリーについては実費徴収すべき

電気料を使用量に基づいて徴しておらず、現金売上代金に掛け率を乗

じた金額を実費電気料として徴していたが、現金売上代金に掛け率を

乗じた金額は、管理手数料として収納すべきものであるため、結果と

してコインランドリーの現金売上に係る管理手数料を徴していなかっ

た。 

病院入居者の利便に必要な機器類については、売上金額に対する掛

け率を競争入札し、落札した事業者とは契約を締結するとともに、コ

インランドリー、プリペイドカード販売機及び同精算機については設

置面積に応じた行政財産の目的外使用料を徴しており、実費電気代に

ついては、カード販売機及び精算機では、電力使用量に基づき算定し

て徴しているが、コインランドリーについては、電力使用量に基づき

徴していない。 

コインランドリーの売上げのうち、１００円硬貨を使用した場合の

現金売上部分も売上金額の一部であり、管理手数料に加算されるべき

である。 

適正な事務処理をされたい。 

イ 契約事務 

 （ア）特定調達契約に係る公告手続について 

（医療センター） 

     地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令

の対象となる調達案件について、随意契約により相手方の決定を行っ

ているが、随意契約の相手方の決定についての公告手続が行われてい

ないものがあった。 
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市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程では、

病院局長は、特定調達契約につき、随意契約の相手方を決定したとき

は、その日の翌日から起算して７２日以内に、市公報により公告をす

るものとされている。 

適正な事務処理をされたい。 
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北九州市監査公表第２０号

平成２６年５月２７日 

 北九州市監査委員  山 口   彰  

同         廣 瀬 隆 明  

                 同         日 野 雄 二  

同         世 良 俊 明 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等監査を行った

ので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

（１）財政援助団体 

今回の監査は、北九州市（以下「市」という。）が財政援助をしている

消防局所管団体のうち、次の９団体を抽出し、平成２４年度及び平成２

５年度（平成２５年４月から同年９月末日まで）に交付した補助金等に

係る出納その他の事務の執行を対象とした。 

（平成２５年９月３０日現在、単位:千円） 

補助金等交付団体 

名称 
補助金等名称 

２５年度 

交 付 額 

２４年度 

交 付 額 
所管課 

北九州市消防協会 
北九州市消防協 4,340

(6,506)
5,529

警防課 

会事業補助金 

北九州市門司消防団 
北九州市門司消   3,380

(4,723)
4,723

防団交付金 

北九州市小倉南消防団 
北九州市小倉南 4,000

(5,653)
5,650

消防団交付金 

北九州市八幡東消防団 
北九州市八幡東 2,580

(3,483)
3,482

消防団交付金 

北九州市洞海湾消防団 
北九州市洞海湾 1,263

(1,263)
1,263

消防団交付金 

北九州市市民防災会総

連合会 

北 九 州 市 市 民 防

災 会 総 連 合 会 補

助金 

1,196

(1,196)
1,300 警防課 

小 倉北区市民防災会連

合会 

小 倉 北 区 市 民 防

災 会 連 合 会 補 助

金 

893

(893)
891

小倉北 

消防署 

予防課 

八 幡西区市民防災会連

合会 

八 幡 西 区 市 民 防

災 会 連 合 会 補 助

金 

1,100

(1,100)
1,099

八幡西 

消防署 

予防課 

29



戸畑区市民防災会連合

会 

戸 畑 区 市 民 防 災

会 連 合 会 補 助 金

552

(552)
553

戸 畑 

消防署 

予防課 

    ※２５年度交付額（  ）は、平成２５年度交付決定額。 

（２）公の施設の指定管理者 

今回の監査は、市が公の施設の管理を行わせている病院局所管の指定管

理者である次の団体の平成２４年度及び平成２５年度（平成２５年４月

から同年９月末日まで）の公の施設の管理に係る出納その他の事務の執

行を対象とした。 

指定管理者名 施設名 指定期間 所管課 

医療法人茜会 北九州市立門司病院 
平成 21 年 4 月 1 日～ 

平成 31 年 3 月 31 日 
経営課 

２ 監査の方法  

（１）財政援助団体 

監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行されているか等

を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに、関係職員

から説明を聴取した。 

（２）公の施設の指定管理者 

監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行されているか等

を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに、関係職員

から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成２５年１０月９日から平成２６年２月１２日まで 
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４ 監査の結果 

（１）財政援助団体 

監査に当たっては、補助金等がその目的に沿って適正に執行されている

か等に着目して実施した。 

監査の結果、出納その他の事務の執行は、おおむね適正に処理されてい

た。 

（２）公の施設の指定管理者 

監査に当たっては、条例及び協定に沿って適正な管理が行われているか

等に着目して実施した。 

監査の結果、出納その他の事務の執行は、おおむね適正に処理されてい

た。 
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北九州市監査公表第２１号

平成２６年５月２７日 

 北九州市監査委員  山 口   彰  

同         廣 瀬 隆 明  

                 同         日 野 雄 二  

同         世 良 俊 明 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等監査を行った

ので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告書を提出する。 

１ 監査の対象 

（１） 出資団体 

今回の監査は、北九州市（以下「市」という。）が資本金、基本金等の４

分の１以上を出資している団体のうち、次の５団体を抽出し、平成２４年

度及び平成２５年度（平成２５年４月から同年９月末日まで）の事業にお

ける出納その他の事務の執行を対象とした。 

ア 公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター 

イ 公益財団法人西日本産業貿易コンベンション協会 

ウ 株式会社北九州輸入促進センター 

エ 株式会社北九州テクノセンター 

オ 帆柱ケーブル株式会社 

２ 監査の方法  

上記事務に関する監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行

されているか等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに

、関係職員から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成２５年１０月９日から平成２６年２月１２日まで 
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２ 監査の方法  

上記事務に関する監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行

されているか等を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに、

関係職員から説明を聴取した。 

３ 監査の期間 

平成２５年１０月９日から平成２６年２月１２日まで 

４ 事業の概要及び監査の結果 

（１）出資団体 

ア 公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター 

（ア）事業の概要 

ａ 目的 

公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター（設立時は財

団法人。以下「ヒューマンメディア財団」という。）は、ヒューマン

メディアの利活用により地域の資源やエネルギーの節減、地域産業

の活性化の推進、地域住民の利便性の向上を目指し、もって既存産

業の高度化、新規産業の創出、雇用の促進を図り、地域産業の発展

に資することを目的として、平成８年４月１０日に通商産業大臣の

認可を得て設立された法人である。 

ｂ 現況 

ヒューマンメディア財団は、前記の事業目的を達成するため、ヒ

ューマンメディアの創造に関する調査研究、研究開発、情報の収集

・提供、内外関係機関等との交流・協力及び普及啓発等の事業を、

主として九州において実施している。 

     また、平成２４年４月１日、内閣府の認定により公益財団法人へ

移行した。 

業務実績、貸借対照表及び正味財産増減計算書は、表１、表２及

び表３のとおりである。 

    ｃ 組織 

     ヒューマンメディア財団の組織及び職員数は、次のとおりである。 

（平成２５年９月３０日現在） 
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ｄ 市との関係 

市は、ヒューマンメディア財団の設立にあたり、基本財産１億 

８，５５０万円のうち１億円（５４％）を出資するとともに、九州

ヒューマンメディア創造センター管理運営事業等補助金を平成 

２４年度は１億４，０２２万円、平成２５年度は９月末までに 

６，４５７万円支出している。

  （イ）監査の結果 

監査の結果、出納その他の事務の執行は、おおむね適正に処理され

ていた。 

平成２４年度の収支状況は、財団ビル運営事業は黒字になっている

ものの、公益目的事業会計、法人会計は赤字となっており、財団全体

としても１，２３９万円の経常減となっている。 

     今後とも、既存産業の高度化や新規事業の創出等時代の進展に対応

した新たな戦略を構築するとともに、経営の効率化に努め、もって地

域経済社会の発展に資することを期待する。

監事  2 人  評議員    8 人  

事務局    15 人  

理事長       1 人  

理事      7 人  
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表１ 業務の実績（平成２４年度） 

Ⅰ 先進的なＩＣＴ戦略の提言 

事  業  名 内    容 

ＢＣＰ・ＤＲの拠点化やビッグデータの利活用を提言し、首都圏企

業がｅ－ＰＯＲＴへ情報システムのメインサイトを移転する契機と

したほか、ＤＲ拠点化へ向けての行動指針を検討した。 

Ⅱ 地域ＩＣＴ基盤の整備・活用による地域活性化 

事  業  名 内    容 

北九州ｅ－ＰＯＲＴ推進協議会の運

営 

「北九州ｅ－ＰＯＲＴ推進協議会」の事務局として、総会・幹事会・

交流会などの開催や情報収集・提供、ｅ－ＰＯＲＴセンター利用促進

のための広報業務を実施した。 

ｅ－ＰＯＲＴプロモーション活動 

 ｅ－ＰＯＲＴへの企業誘致を目的に、首都圏の企業や自治体、教育

研究機関等に対して、最新のＩＣＴ動向情報とともにｅ－ＰＯＲＴの

「データセンター」「情報倉庫」の活用について具体例を交えて紹介

するセミナーを開催した。 

北九州ｅ－ＰＯＲＴ構想フューズⅢ

の推進のためのサービス開発支援 

地域のニーズ・シーズを踏まえ、ＩＣＴを利活用する新しい産業・

事業・サービスの創出育成を行った。 

①サーバインキュベート 

ＩＣＴを利活用して様々な地域課題の解消を目指す中小企業等

に、低廉な価格で設備（ハードウェア・ソフトウェアライセンス・

機材等）を提供し、ｅ－ＰＯＲＴデータセンター利用の集積を図っ

た。 

②位置情報ゲーム 

位置情報プラットフォームの利用促進を図るため、平成23年度に

整備した「東田ナビ」に加え、ポータルサイト「もっと北九州」を

構築し、Ｂ１グランプリ等の各種イベントでプロモーションを展開

した。 

③ソーシャルビジネス推進事業 

 地域便利情報提供サービスとして、本市を訪れる観光客や市民を

対象として、北九州市の観光情報やイベント情報等を、地図情報と

連携して効率的に提供し、市民等の利便性向上を図るための実証実

験を行った。 
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事  業  名 内    容 

メディア道場の運営 

地域の映像系・コンテンツ系企業に対し、ＡＩＭ７階に設置した映

像編集室・レコーディングスタジオ・セミナー室等の施設及びビデオ

カメラ・マイク等の映像制作機器を、低廉な価格で引続き貸出し、コ

ンテンツ産業の支援を行った。 

［施設・機材貸出実績］ 

編集スタジオ 

レコーディング

スタジオ 
セミナー室 機材利用 

168回  63回 48回  432回  

メディアインキュベートの運営 

地元の映像系・コンテンツ系企業に対し、ＡＩＭ７階のインキュベ

ートルームを提供し、家賃の補助や北九州テレワークセンターと連携

した経営相談等の支援を行った。 

［メディアインキュベートルーム入居企業］ 

企業数 貸出床面積 

7社 236.76㎡  

 全 9室中8室入居（平成24年度末現在） 

Ⅲ 地域課題に対応したＩＣＴプロジェクトの提案・推進  

事  業  名 内    容 

スマートオフィス化事業 

 「デジタルエコ社会」の実現に向けた取組の一つとしてスタートし

た事業である。平成 24 年度は、ＢＥＭＳ機能及びサービスの向上は

もとより、オフィスのエネルギー消費において全体の約 70％を占めて

いるといわれる空調と照明の自動制御機能を、下記の 3 項目について

実証し省エネ効果を検証した。 

①テナントの快適性を損なわない空調制御の実現 

②タスクアンビエントな照明制御の実現 

③機器制御と連携したＢＥＭＳ情報提供 

農業におけるＩＣＴ活用の検討 

 農業分野においてＩＣＴを利活用することによりその生産性の向

上を図り、新規就農者の創出や地域社会への貢献を実現するため、平

成22年度より、農家に必要なＩＣＴサービスについてその効果及び課

題の検討を実施してきた。 

平成24年度は、平成23年度に構築した農業法人向けの「出荷 売上

管理システム」について、小倉南区の法人を実証フィールドとして、
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事  業  名 内    容 

システムの評価及びシステム改善を実施した。また、経済産業省の補

助により「ＩＴ×農業による新たなサービス支援事業」をスタートし

た。 

ｅラーニングビジネス推進事業 

 看護師の離職率低下やスキル向上を目的に、県内の病院・大学関係

者をメンバーとして設立された、福岡看護ｅラーニング研究会（ＦＮ

ＥＴ）によるｅラーニングサービスについて、事業化に向けた各種支

援に取組んだ。 

ユビキタスモール新サービス創出支

援事業 

(1) 新サービス事業化支援 

「北九州市ユビキタスモール構築モデル事業」において整備し

た、ＩＣＴ基盤を活用した魅力的な都心空間形成に資する新サー

ビス創出のため、平成22年度に選定した2件の事業について、事業

化を支援するための業務の委託及び側面的な支援を実施した。 

①公的情報収集・配信サービス「情報なう．ＣＯＭ」の支援 

②魚町ビジョンを基盤とした中継サービスの支援 

(2) 北九州ＩＣＴインテリジェントエリア実験の展開 

魚町のＩＣＴ基盤を活用した新しいサービス事例の検討を目的

として、九州工業大学のＰＢＬ（ Project Based Learning、プロ

ジェクトを実際に体験し課題解決を習得させる育成手法）と連携

を図り、学生の主体的な活動を通じて、9月から4ヶ月間に渡って

、新サービスの検討と具体化、システム設計・構築、市民参加に

よる検証等までを行うＩＣＴ実証実験を実施した。 

介護分野におけるＩＣＴ活用事業 

ＩＣＴの利活用により、介護現場の負担軽減や情報共有を実現し、

安全・安心でかつ快適な福祉社会の実現を目指すため、本格的な事業

化に向けて事業化企業の選定を行ったほか、各種展示会への出展など

、地域への展開や市内企業のビジネス拡大・参入の促進を図った。 

ｅコマースに関する講座開催 

 北九州市の委託を受け、中小製造業に対して、ホームページを正し

く活用し販路拡大に繋げるため、ワークショップ講座を開催した。 

講座では、受講企業各社が最終的に自社の新しいホームページを製

作した。また、実際に立ち上げたホームページが受注に繋がっている

かを確認するためフォローアップセミナーを実施した。 

Ⅳ 高度なＩＣＴ人材を育成するプログラムの提供 
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事  業  名 内    容 

ＩＴ大学校 

 高度なＩＣＴ人材の育成を通して、北九州地区の情報サービス産

業の集積・活性化を目的とする人材育成研修を、当財団セミナール

ーム等で実施した。 

 平成 23年度に実施した講座の中には受講希望者が少なかった講座

もあったことから、同年度に実施した研修ニーズ調査の結果を踏ま

え、平成24年度のプログラムを策定し、4コース計7講座を実施した。

経営者層のためのマネジメントセミ

ナー 

 北九州市のＩＴ系企業上級管理職の経営能力向上を目的として、

企業経営に関する体系的な知識の習得のため、北九州市立大学大学

院マネジメント研究科との連携により、マネジメントセミナーを実

施した。 

組込み向けRubyによる地域産業活性

化事業 

 平成 24年度は、平成23年度に実施した「組込み向け軽量Ruby活用

システム開発評価」の成果を踏まえ、軽量Rubyを活用した組込み系

の開発システムを公募する予定であったが、軽量Rubyに限定した場

合に市内企業からの参加が見込めないこと、また、現時点では、軽

量Rubyの認知度の向上を優先すべきとの判断から、公募は行わない

こととし、北九州市におけるRubyビジネスの拡大と人材育成を推進

するための「北九州mRuby講演会」を実施した。 

北九州デジタルクリエーターコンテ

スト（ＫＤＣＣ） 

 地域のデジタルコンテンツクリエーターの発掘、コンテンツ産業

の育成を目的として「北九州デジタルクリエーターコンテスト2013

」（略称：デジクリ 2013）を開催した。更に、デジクリの周知のた

め、北九州市漫画ミュージアムでの作品展示や記念講演会を行った

。また、「北九州市制50周年カウントダウンイベント」では、最先

端の映像技術として注目を浴びている３Ｄプロジェクションマッピ

ング作品を、デジクリ招待作品として上映した。 

Ⅴ その他 

事  業  名 内    容 

広報活動（情報誌「ＨＵ－ＤiＡ」の

発行） 

当財団の事業や活動状況を分かり易くタイムリーに掲載した情報

誌「ＨＵ－ＤiＡ」を発行した。 

関係団体との連携と交流協力 

(1) ＫＩＰ（北九州情報サービス産業振興協会）の運営 

北九州地域の情報サービス関連企業で組織されたＫＩＰ（北九

州情報サービス産業振興協会）の事務局を担い、交流事業、人材

育成事業等の活動を支援した。 
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事  業  名 内    容 

(2) ＩＣＴ研究開発関連団体との連携 

ＩＣＴ利活用の最新の動向・事例を把握するとともに、産学官

の連携を推進するため、九州インターネットプロジェクト（ＱＢ

Ｐ）、九州テレコム振興センター（ＫＩＡＩ）等、ＩＣＴ関連団

体との連携を行い、その活動を支援した。 

財団ビル運営（特別会計） 

 ヒューマンメディア財団ビルのテナント入居率は、平成25年3月31

日現在、96.1％と高率を維持している。 

 ［参考］財団ビルの入居状況（平成24年度末現在） 

   ○入居企業等 12社（入居率96.1％） 

   ○就業者数  約 185名 
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表２ 貸借対照表 

          （平成２５年３月３１日現在、単位：円） 

科  目 平成 24 年度 平成 23 年度 増 減 

Ⅰ資産の部    

 1.流動資産    

   現金預金 126,639,477 153,849,600 △ 27,210,123 

   未収金 6,727,275 15,838,129 △ 9,110,854 

   有価証券 50,345,000 50,205,000 140,000 

    流動資産合計 183,711,752 219,892,729 △ 36,180,977 

 2.固定資産    

  (1)基本財産    

   投資有価証券 184,641,500 184,641,500 0 

   基本財産引当預金 858,500 858,500 0 

    基本財産合計 185,500,000 185,500,000 0 

  (2)特定資産    

   建物 1,513,558,251 1,602,466,677 △ 88,908,426 

建物減価償却累計額 △ 635,673,986 △ 656,055,954 20,381,968 

建物附属設備 55,965,000 16,065,000 39,900,000 

建物附属設備減価償却累計額 △ 2,620,213 △ 103,083 △ 2,517,130 

  機械設備 27,657,000 14,899,500 12,757,500 

機械設備減価償却累計額 △ 2,294,471 △ 913,607 △ 1,380,864 

什器備品 2,354,730 0 2,354,730 

什器備品減価償却累計額 △156,982 0 △ 156,982 

修繕積立資産 154,000,000 154,000,000 0 

ビル付属設備積立資産 77,700,000 117,600,000 △ 39,900,000 

    特定資産合計 1,190,489,329 1,247,958,533 △ 57,469,204 

  (3)その他固定資産    

   建物 77,700,000 77,700,000 0 

建物減価償却累計額 △ 26,402,341 △ 23,234,060 △ 3,168,281 

構築物 732,900 732,900 0 

構築物減価償却累計額 △152,687 △ 79,397 △ 73,290 

車両運搬具 2,058,685 2,058,685 0 

車両運搬具減価償却累計額 △2,038,094 △ 2,017,508 △ 20,586 

機械設備 15,540,000 15,540,000 0 
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機械設備減価償却累計額 △ 2,062,935 △ 1,146,075 △ 916,860 

什器備品 28,583,617 243,705,229 △ 215,121,612 

什器備品減価償却累計額 △ 26,043,060 △ 239,728,890 213,685,830 

無形固定資産 10,037,000 11,213,000 △ 1,176,000 

無形固定資産減価償却累計額 △ 2,582,083 △ 1,750,683 △ 831,400 

電話加入権 584,880 584,880 0 

保証金 70,000 70,000 0 

 その他固定資産合計 76,025,882 83,648,081 △ 7,622,199 

 固定資産合計 1,452,015,211 1,517,106,614 △ 65,091,413 

 資産合計 1,635,726,963 1,736,999,343 △ 101,272,380 

Ⅱ負債の部    

 1.流動負債    

   未払金 25,011,040 50,711,705 △ 25,700,665 

   預り金 298,290 457,971 △ 159,681 

   預り金（敷金） 77,620,656 78,242,076 △ 621,420 

   仮受金 3,261,848 7,217,590 △ 3,955,742 

   賞与引当金 2,429,155 2,605,937 △ 176,782 

    流動負債合計 108,620,989 139,235,279 △ 30,614,290 

負債合計 108,620,989 139,235,279 △ 30,614,290 

Ⅲ正味財産の部    

 1.指定正味財産    

   国庫補助金 415,602,501 439,174,321 △ 23,571,820 

   地方公共団体補助金 478,716,568 513,052,629 △ 34,336,061 

    指定正味財産合計 894,319,069 952,226,950 △ 57,907,881 

（うち基本財産への充当額） (0) (0) (0) 

（うち特定資産への充当額） (894,319,069) (952,226,950) (△ 57,907,881) 

 2.一般正味財産 632,786,905 645,537,114 △ 12,750,209 

（うち基本財産への充当額） (185,500,000) (185,500,000) (0) 

（うち特定資産への充当額） (296,170,260) (295,731,583) (438,677) 

    正味財産合計 1,527,105,974 1,597,764,064 △ 70,658,090 

    負債及び正味財産合計 1,635,726,963 1,736,999,343 △ 101,272,380 
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表３ 正味財産増減計算書 

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日、単位：円） 

科  目 平成 24 年度 平成 23 年度 増 減 

Ⅰ  一般正味財産増減の部 

1.経常増減の部    

 (1)経常利益    

  基本財産運用益    

   基本財産受取利息 1,112,000   

  特定資産運用益    

   特定資産受取利息 360,000   

  受取会費    

   受取会費 862,500   

  事業収益    

業務受託収益 1,696,800   

家賃・共益費収益 129,533,704   

駐車場使用料収益 761,250   

   施設使用料収益 3,831,587   

   光熱水料費負担金収益 10,979,069   

   その他収益 1,813,476   

受取補助金等    

受取国庫補助金 5,629,192   

   受取地方公共団体補助金 137,223,496   

   受取補助金等振替額 50,912,531   

  雑収益    

   受取利息 154   

   有価証券運用益 330,000   

雑収益 1,639,963   

    経常収益計 346,685,722   

(2)経常費用    

事業費    

   役員報酬 4,949,120   

   給料手当 15,273,740   

   臨時雇賃金 28,496,000   

   福利厚生費 8,149,646   

   会議費 703,946   

   旅費交通費 4,335,396   

   通信運搬費 2,327,539   

   減価償却費 60,794,880   
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   消耗什器備品費 3,470,079   

   消耗品費 816,125   

   修繕費 6,136,334   

   印刷製本費 1,667,456   

   光熱水料費 17,539,983   

   賃借料 61,647,335   

   保険料 1,635,229   

   諸謝金 2,666,000   

   租税公課 11,678,822   

   支払負担金 24,491,310   

   支払助成金 1,000,000   

   委託費 76,139,203   

   支払手数料 218,639   

   広告料 2,272,500   

   賞与引当金繰入額 1,794,940   

   雑費 532,066   

  管理費    

   役員報酬 1,237,280   

   給料手当 6,137,490   

   福利厚生費 1,894,839   

   会議費 115,859   

   旅費交通費 259,684   

   通信運搬費 161,362   

   減価償却費 555,208   

   消耗什器備品費 232,050   

   消耗品費 302,832   

   修繕費 7,978   

   印刷製本費 348,871   

   光熱水料費 1,515,090   

   賃借料 3,255,090   

   保険料 40,258   

   諸謝金 766,500   

   租税公課 123,878   

   支払負担金 250,600   

   委託費 1,789,478   

   支払手数料 399,504   

   広告料 89,250   

   賞与引当金繰入額 634,215   

43



   雑費 221,737   

    経常費用計 359,075,341   

  評価損益等調整前当期経常増減額 △12,389,619   

  評価損益等計 0   

当期経常増減額 △ 12,389,619   

2.経常外増減の部    

(1)経常外収益    

 受取補助金等    

 受取補助金等振替額 18,492,955   

 経常外収益計 18,492,955   

(2)経常外費用    

 除却損失    

 建物除却損 18,492,955   

 什器備品除却損 360,590   

 経常外費用計 18,853,545   

 当期経常外増減額 △ 360,590   

当期一般正味財産増減額 △ 12,750,209 

一般正味財産期首残高 645,537,114 

一般正味財産期末残高 632,786,905 

Ⅱ  指定正味財産増減の部 

  受取補助金等    

  受取国庫補助金 8,505,000   

  受取地方公共団体補助金 2,992,605   

  一般正味財産への振替額    

  一般正味財産への振替額 △69,405,486   

当期指定正味財産増減額 △ 57,907,881   

指定正味財産期首残高 952,226,950   

指定正味財産期末残高 894,319,069   

Ⅲ  正味財産期末残高 1,527,105,974   

（注）平成 24 年度から「公益法人会計基準」を採用しているため、「公益法人会計基準の運用指針」 

 により、前事業年度の数値は記載していない。 

資料 公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター 
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イ 公益財団法人西日本産業貿易コンベンション協会 

（ア）事業の概要 

ａ 目的 

公益財団法人西日本産業貿易コンベンション協会（以下「協会」

という。）は内外の工業製品等の展示紹介を通じて西日本地域の産

業の高度化と貿易の振興に資するとともに、北九州市におけるコン

ベンションの誘致、支援等を通じて地域の活性化及び文化の向上に

資し、もって北九州地域を中心とするわが国経済の健全な発展と、

不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的として設立さ

れた法人である。 

ｂ 現況 

協会は、前記の事業目的を達成するため、西日本総合展示場本館、

西日本総合展示場新館及び北九州国際会議場を一体的に管理・運営

しながら、各種見本市・展示会の開催や会議・大会等の誘致を行っ

ている。なお、平成２３年６月に公益財団法人へ移行した。 

業務実績、貸借対照表及び正味財産増減計算書は、表１、表２及

び表３のとおりである。 

ｃ 組織 

協会の組織及び職員数は、次のとおりである。 

 （平成２５年９月３０日現在） 

理事会               総務部長               総務課（7 名） 

理事長  1 人                                   営業課（3 名） 

専務理事 1 人                             サービス課（11 名） 

 理事    6 人   事務局長         

                            イベント事業課（3 名） 

            事業調整官                コンベンション誘致課（5 名） 

監事(2 人)      

              事業部長        事業第一課（5 名） 

 評議員(10 人)               再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ     事業第二課（5 名） 

             担当部長 

誘致部長 
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ｄ 市との関係 

市は、基本財産２４億８，２７２万円のうち１７億５，０００万

円（７０．５％）を出資しているほか、西日本総合展示場新館及び

北九州国際会議場の管理運営について、協会を指定管理者としてい

る。 

平成２４年度は委託料３億２，３７１万円、平成２５年度は９月

末までに委託料１億５，８０４万円を支出している。 

（イ）監査の結果 

監査の結果、出納その他の事務の執行は、おおむね適正に処理され

ていた。 

協会の平成２４年度の収支状況は、大規模な会議・大会等を誘致し

たことなど、事業収益の増加により、当期一般正味財産増減額では、

公益目的事業会計、収益事業会計、法人会計の全ての会計において黒

字を計上しており、全会計の当期一般正味財産増減額と当期指定正味

財産増減額の合計額は７，４６８万円となっている。 

協会は、国内外の工業製品等の展示紹介を通じて産業の高度化と貿

易の振興に資するとともに、コンベンションの誘致・支援事業等を通

じて地域の活性化と文化の向上を図っている。 

今後とも、安定的な経営を図るとともに、積極的な事業展開を行う

ことにより、地域の集客・にぎわいづくり施策の中核的役割を担い、

地域の発展に貢献することを期待する。 
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表１ 業務実績（平成２４年度） 

１見本市・展示会事業（公益目的事業） 

（１）主催・共催事業 

主催・共催した主な見本市・展示会 

事業名 開催期日 入場者数（人） 出展社数 

西日本インポートフェア２０１２ 
平成 24 年 

5 月 2 日～6 日 
４９，１７２ ２２５

第５２回西日本総合機械展 
平成 24 年 

6 月 13 日～15 日
１５，６９６

４３

第３８回ふくおか産業技術振興展  ３２

第３４回西日本陶磁器フェスタ 
平成 24 年 

9 月 14 日～18 日
４９，２８４ １９２

エコテクノ２０１２ 

平成 24 年 

10 月 11 日～13 日 
２７，５８８

１７３

エコ・ベンチャー・メッセ２０１２ ４９

中小企業テクノフェアｉｎ九州２０１２ ４３

九州・国際テクノフェア２０１２ 
平成 24 年 

11 月 14 日～16 日 
１２，４０４

１６

再生可能エネルギー先端技術展２０

１２ 
７５

Ｐ.Ｐ.Ｃ.２０１２ 

第１４回西日本国際福祉機器展 平成 24 年 

11 月 9 日～11 日 
２５，５４６ １２５

第３２回西日本トータルリビングショー 

（２）関係団体との連携事業 

ア 主催事業における産学官連携 

  イ アジアとの連携・交流 

  （ア）アジアの関係団体等への展示会出展誘致活動の充実 

  （イ）北九州市アジア低炭素化センターとの連携 

  ウ その他の連携・交流 

  （ア）環境ビジネス展示会との連携強化 

  （イ）展示会・商談会を活用した中小企業のビジネス支援 
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２会議・大会等（公益目的事業） 

（１）誘致・支援事業 

２４年度開催の主な会議・大会 

規模 名称 
開催 

時期 
会場 

参加者

数（人）

国際 

第１２回衛星帯電技術国際会

議 

Ｈ24 年

5 月 
北九州国際会議場 715

ＩＣＧＥＣ 
Ｈ24 年

8 月 
北九州国際会議場 528

ＩＳＭＥ２０１２ 
Ｈ24 年

8 月 
北九州国際会議場 213

精密工学会全国大会 
Ｈ24 年

9 月 
九州工業大学 3,600

第１６回日本顎顔面ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ

学会総会・学術大会・ｱｼﾞｱ太

平洋ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ学術集会 

Ｈ24 年

12 月 
北九州国際会議場 1,220

International Conference on 

Asia Urban Environment and 

Compact City  

Ｈ25 年

2 月 
北九州学術研究都市 620

全国 

第８２回全日本大学総合卓球

選手権大会 

Ｈ24 年

7 月 

北九州市立総合体育

館 
3,800

日本数学教育全国研究大会 
Ｈ24 年

8 月 

アルモニーサンク北

九州ソレイユホール 
5,000

第４４回全国商工会議所女性

会連合会 北九州全国大会 

Ｈ24 年

10 月 

西日本総合展示場 

新館 
3,000

（社）日本青年会議所 第６

１回全国会員大会 

Ｈ24 年

10 月 

北九州メディアドー

ムほか市内各所 
35,000

電気学会ｾﾝｻ・ﾏｲｸﾛﾏｼﾝと応用

ｼｽﾃﾑｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 

Ｈ24 年

10 月 
北九州国際会議場 1,800

第４４回日本小児感染症学会

総会・学術集会 

Ｈ24 年

11 月 

西日本総合展示場 

新館 

北九州国際会議場 

3,000

九州 

九州地区高等学校ＰＴＡ連合

会大会２０１２ 

Ｈ24 年

6 月 

西日本総合展示場 

新館 
3,500

第７４回九州山口薬学大会 
Ｈ24 年

9 月 

北九州国際会議場 

ＡＩＭ 
6,606

（社）茶道裏千家淡交会 九

州地区大会 

Ｈ24 年

10 月 

西日本総合展示場 

新館 
4,100
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（２）主催・共催事業 

事業名 開催期日 入場者数（人） 

小倉まちづくりミーティング泡盛ナイ

トｉｎこくら（旧コンベンションサロン

「北九州泡盛会」） 

平成 24 年 7 月 

平成 25 年 1 月 
延べ ５４０

夏休み子どもシアター 
平成 24 年 

7 月 29 日 
 ３５４

冬休み子どもシアター 
平成 24 年 

12 月 23 日 
２９３

第１２回全国女性俳句大会ｉｎ北九州 
平成 25 年 

3 月 2 日～3 日 
１，５１４

第２１回北九州ハイビジョン将棋フェ

スティバル 

平成 25 年 

3 月 23 日～24 日 
８３７

３貸館利用者の誘致・営業強化 

（１）営業体制の強化 

ア 新規利用者の開拓 

  イ 利用者への支援 

  ウ 提案型営業の推進 

  エ 大型イベントの誘致営業 

４広報・宣伝、地域連携 

（１）広報・宣伝 

ア インターネットを活用した広報の実施 

  イ 広報誌「催事案内」の発行 

  ウ コンベンションカレンダーの作成と提供 

  エ コンベンションゾーンのＰＲ 

  オ コンベンション開催助成金制度のＰＲ 

（２）地域連携 

 ア 小倉駅新幹線口地区魅力アップイベントへの協賛、支援 

  イ 小倉駅新幹線口地区振興連絡会との連携 

 ウ ＪＲ連携事業 
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５管理・運営 

（１）お客様満足度の向上 

（２）利用料金の見直しの検討 

（３）管理業務の効率化 

（４）施設の改修等 

（５）施設の稼働率等

利用状況 

施設名 
件数 

（件） 

稼動日数

(日) 

稼働率 

（％） 

入場者数 

（万人） 

西日本総合展示場本館 ８２ ２５１ ６８．８ ２７

西日本総合展示場新館 １６２ ２８２ ７７．３ ４５

北九州国際会議場 ５８８ ３２０ ８８．９ ７
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表２ 貸借対照表 

              （平成２５年３月３１日現在、単位：円） 

科目 当年度 前年度 増 減 

Ⅰ 資産の部 

  １．流動資産 

        現金預金 253,335,928 263,066,507 △ 9,730,579

        受取手形 0 1,863,000 △ 1,863,000

        未収金 27,510,205 27,124,110 386,095

        繰延税金資産（短期） 2,151,000 1,250,000 901,000

        仮払金 7,079,277 3,762,038 3,317,239

流動資産合計 290,076,410 297,065,655 △ 6,989,245

  ２．固定資産 

   (１)基本財産 

        建物 485,052,943 514,904,723 △ 29,851,780

        建物付属設備 21 33,817 △ 33,796

        構築物 789,361 1,376,962 △ 587,601

        機械及び装置 57,567,649 74,587,918 △ 17,020,269

        基本財産引当資産 860,254,896 859,645,239 609,657

        減価償却引当資産 1,079,057,917 991,280,174 87,777,743

基本財産合計 2,482,722,787 2,441,828,833 40,893,954

   (２)特定資産 

        退職給付引当資産 142,456,518 147,334,908 △ 4,878,390

        減価償却引当資産 30,739,822 22,590,250 8,149,572

        特別修繕引当資産 625,220,525 625,211,525 9,000

        事業開催引当資産 7,650,000 7,650,000 0

        資産取得資金積立金 0 44,056,302 △ 44,056,302

施 設 耐 震 診 断 費 用 準 備 資 金 積 立 資 産  40,000,000 40,000,000 0

施 設 耐 震 等 修 繕 費 用 準 備 資 金 積 立 資 産  75,000,000 0 75,000,000

企 画 展 開 催 費 用 準 備 資 金 積 立 資 産  2,625,000 0 2,625,000

施 設 利 用 促 進 等 費 用 準 備 資 金 積 立 資 産  13,375,000 0 13,375,000

特定資産合計 937,066,865 886,842,985 50,223,880

   (３)その他固定資産 

        建物 3,210,481 3,321,046 △ 110,565

        構築物 2,834,573 3,049,277 △ 214,704

        車両運搬具 4,924,348 2,245,626 2,678,722

        什器備品 9,203,850 2,165,086 7,038,764

        ソフトウェア 199,363 1,021,723 △ 822,360

        繰延税金資産（長期） 309,000 0 309,000

        その他目的有価証券 180,400 40,000 140,400

その他固定資産合計 20,862,015 11,842,758 9,019,257

固定資産合計 3,440,651,667 3,340,514,576 100,137,091

資産合計 3,730,728,077 3,637,580,231 93,147,846
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            （平成２５年３月３１日現在、単位：円） 

科目 当年度 前年度 増 減 

Ⅱ 負債の部 

  １．流動負債 

        未払金 133,015,450 80,410,107 52,605,343

        前受金 20,478,679 60,600,808 △ 40,122,129

        預り金 17,570,550 9,073,540 8,497,010

        仮受金 431,000 626,065 △ 195,065

        未払法人税等 20,000,000 17,100,000 2,900,000

        賞与引当金 10,953,186 11,289,640 △ 336,454

流動負債合計 202,448,865 179,100,160 23,348,705

  ２．固定負債 

        退職給付引当金 142,456,518 147,334,908 △ 4,878,390

固定負債合計 142,456,518 147,334,908 △ 4,878,390

負債合計 344,905,383 326,435,068 18,470,315

Ⅲ 正味財産の部 

  １．指定正味財産 

        寄付金 856,000,000 856,000,000 0

        展示場設備受贈益 543,409,974 590,903,420 △ 47,493,446

        基本財産運用益 4,254,896 3,645,239 609,657

指定正味財産合計 1,403,664,870 1,450,548,659 △ 46,883,789

        （うち基本財産への充当額） (1,403,664,870) (1,450,548,659) (△  46,883,789)

       （うち特定資産への充当額） (0) (0) (0)

  ２．一般正味財産 1,982,157,824 1,860,596,504 121,561,320

       （うち基本財産への充当額） (1,079,057,917) (991,280,174) (87,777,743)

       （うち特定資産への充当額） (794,610,347) (739,508,077) (55,102,270)

正味財産合計 3,385,822,694 3,311,145,163 74,677,531

負債及び正味財産合計 3,730,728,077 3,637,580,231 93,147,846
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表３ 正味財産増減計算書 

         （平成２４年４月 1 日～平成２５年３月３１日、単位：円） 

当年度 前年度 増 減 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

  １．経常増減の部 

   (１)経常収益 

        基本財産運用益 19,452,587 18,820,496 632,091

        展示場設備受贈益 47,493,446 40,235,006 7,258,440

        特定資産運用益 5,015,082 3,262,343 1,752,739

        受取会費 5,250,000 367,500 4,882,500

        事業収益 618,650,507 457,297,506 161,353,001

        受取補助金等 335,440,954 275,946,670 59,494,284

        受取負担金 42,543,197 33,664,420 8,878,777

        雑収益 19,580,408 14,548,023 5,032,385

         経常収益計 1,093,426,181 844,141,964 249,284,217

   (２)経常費用 

        事業費 944,116,536 743,925,958 200,190,578

        管理費 9,252,255 12,604,605 △ 3,352,350

         経常費用計 953,368,791 756,530,563 196,838,228

          当期経常増減額 140,057,390 87,611,401 52,445,989

  ２．経常外増減の部 

   (１)経常外収益 

        その他経常外収益 1,984,393 234,036 1,750,357

         経常外収益計 1,984,393 234,036 1,750,357

   (２)経常外費用 

        その他経常外費用 1,627,563 7,183,872  △5,556,309

         経常外費用計 1,627,563 7,183,872  △5,556,309

          当期経常外増減額 356,830 △6,949,836 7,306,666

          法人税、住民税及び事業税 20,062,900 17,100,000 2,962,900

          法人税等調整額 △ 1,210,000 △ 290,000 △ 920,000

          当期一般正味財産増減額 121,561,320 63,851,565 57,709,755

          一般正味財産期首残高 1,860,596,504 1,796,744,939 63,851,565

          一般正味財産期末残高 1,982,157,824 1,860,596,504 121,561,320

Ⅱ 指定正味財産増減の部 

        基本財産運用益 10,336,650 10,334,407 2,243

       一般正味財産への振替額 57,220,439 49,951,786 7,268,653

          当期指定正味財産増減額 △ 46,883,789 △ 39,617,379 △ 7,266,410

          指定正味財産期首残高 1,450,548,659 1,490,166,038 △ 39,617,379

          指定正味財産期末残高 1,403,664,870 1,450,548,659 △ 46,883,789

Ⅲ 正味財産期末残高 3,385,822,694 3,311,145,163 74,677,531

資料 公益財団法人西日本産業貿易コンベンション協会 
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ウ 株式会社北九州輸入促進センター 

  （ア）事業の概要 

   ａ 目的 

株式会社北九州輸入促進センター（以下「促進センター」という

。）は、北九州市地域輸入促進計画に掲げられた、輸入・物流促進

の中核施設、アジア太平洋インポートマート流通センター棟の設

置・運営主体として、平成５年４月２６日、国、福岡県、北九州

市及び地元を中心とする民間企業など、官民の共同出資により設

立された法人である。 

    ｂ 現況 

促進センターは、前記の事業目的を達成するため、アジア太平洋

インポートマート（以下「ＡＩＭ」という。）の管理・運営、国際

ビジネス全般のサポートサービス事業、商業施設の運営事業等を

行っている。 

ＡＩＭの入居状況は、表１のとおりである。 

また、損益計算書の年度比較、貸借対照表及び株主資本等変動計

算書は、表２、表３及び表４のとおりである。 

ｃ 組織 

促進センターの組織及び職員数は、次のとおりである。 

 （平成２５年９月３０日現在） 

代表取締役社長 

１人 

監査役  

３人 

取締役 

１１人 

職員 

４人 

54



    ｄ 市との関係 

市は、促進センターの設立に当たり、資本金６６億円のうち１８

億６，６７０万円（２８．２８％）を出資している。 

  （イ）監査の結果 

     監査の結果、出納その他の事務の執行は、おおむね適正に処理され

ていた。 

     平成２４年度の収支状況は、入居率の上昇に伴い、賃貸料収入等が

増加したほか、借入金の内容見直しによる支払利息の軽減など経費の

削減に取り組んだ結果、当期純利益を１億３，４４１万円計上し、２

期連続の黒字となっている。 

     一方、依然として多額の未処理損失や借入金残高を抱えていること

から、今後も積極的なテナント誘致活動に努めるとともに、経営改善

に向けた取り組みを一層進めることを期待する。 
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表１ 業務の実績（ＡＩＭ入居状況） 

（平成２５年９月３０日現在） 

階 
面積 

（㎡） 
入居者数 

入居面積 

（㎡） 

入居率 

（％） 

未入居 

区画数 

残面積 

（㎡） 

1 779 2 350 44.9 3 429

2 4,007 20 2,957 73.8 12 1,050

3 6,787 2 6,787 100.0 0 0

4 5,518 11 4,424 80.2 5 1,094

5 6,735 2 4,675 69.4 1 2,060

6 4,459 4 4,363 97.8 1 96

7 3,873 19 3,287 84.9 3 586

8 4,133 19 3,802 92.0 3 331

合計 36,291 72 30,645 84.4 28 5,646

※複数階に入居している企業があり、入居数の各階合計と総合計は一致しない。 
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表２ 損益計算書の年度比較 

（単位：円） 

科   目 
平成２４年度 

決算額（Ａ） 

平成２３年度 

決算額（Ｂ） 

差 引 

（Ａ）―（Ｂ） 

経

常

損

益

の

部

営

業

損

益

の

部

営業収益 1,250,339,676 1,137,400,002 112,939,674

売上高 1,250,339,676 1,137,400,002 112,939,674

営業費用 1,004,992,505 976,532,281 28,460,224

売上原価 899,830,559 876,376,363 23,454,196

販売費及び一般管理費 105,161,946 100,155,918 5,006,028

営業利益 245,347,171 160,867,721 84,479,450

営

業

外

損

益

の

部

営業外収益 1,955,531 2,873,028 △917,497

有価証券利息 900,000 900,000 0

負担金収入 ― ― ―

雑収入 1,055,531 1,973,028 △917,497

営業外費用 102,391,143 116,176,445 △13,785,302

支払利息 102,391,143 116,176,445 △13,785,302

経常利益 144,911,559 47,564,304 97,347,255

特  

別

損  

益  

の  

部 

特別利益 ― ― ―

投資有価証券売却益 ― ― ―

特別損失 0 185,386 △185,386

固定資産除却損 0 185,386 △185,386

税引前当期純利益 144,911,559 47,378,918 97,532,641

法人税、住民税及び事業税 10,495,800 1,332,000 9,163,800

当期純利益 134,415,759 46,046,918 88,368,841
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表３ 貸借対照表 

（平成２５年３月３１日現在、単位：円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科  目 金  額 科  目 金  額 

流動資産 619,801,950 流動負債 665,750,289

 現金及び預金 576,256,760  短期借入金 426,796,000

 未収金 26,226,032  未払金 137,550,421

 その他 17,319,158  未払法人税等 17,905,500

    前受金 53,424,963

固定資産 8,834,528,069  賞与引当金 1,796,063

（有形固定資産） 8,779,183,869  その他 28,277,342

 建物 8,762,972,355

 構築物 12,734,656

 車両運搬具 48,004 固定負債 4,058,950,804

 工具器具備品 3,428,854  長期借入金 3,700,650,000

    退職給付引当金 820,205

（無形固定資産） 1,019,200  繰延税金負債 1,528,022

 電話加入権 1,019,200  預り敷金 355,952,577

（ 投 資 そ の 他 の 資

産） 
54,325,000

 投資有価証券 53,325,000
負 債 合 計 4,724,701,093

 長期未収金 1,515,764

 貸倒引当金 △1,515,764
純 資 産 の 部

  株主資本 4,726,831,948

   資本金 6,600,000,000

   利益剰余金 △1,873,168,052

    その他利益剰余金 △1,873,168,052

     繰越利益剰余金 △1,873,168,052

  評価・換算差額等 2,796,978
その他有価証券評価差額金 2,796,978

純 資 産 合 計 4,729,628,926

資 産 合 計 9,454,330,019 負債及び純資産合計 9,454,330,019
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表４ 株主資本等変動計算書 

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日、単位：円） 

株 主 資 本 

資本金 

利益剰余金 

株主資本合計 その他利益剰余金 

利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

平成 24 年 3 月 31 日残高 6,600,000,000 △ 2,007,583,811 △ 2,007,583,811 4,592,416,189 

当期変動額

当期純損利益  134,415,759 134,415,759 134,415,759 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当

期中の変動額（純額） 

当期変動額合計  134,415,759 134,415,759 134,415,759 

平成 25 年 3 月 31 日残高 6,600,000,000 △ 1,873,168,052 △ 1,873,168,052 4,726,831,948 

評価・換算差額等 
純資産合計 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成 24 年 3 月 31 日残高 2,609,434 2,609,434 4,595,025,623 

当期変動額

当期純利益   134,415,759 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当

期中の変動額（純額） 
187,544 187,544 187,544 

当期変動額合計 187,544 187,544 134,603,303 

平成 25 年 3 月 31 日残高 2,796,978 2,796,978 4,729,628,926 

資料 株式会社北九州輸入促進センター 
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エ 株式会社北九州テクノセンター 

  （ア）事業の概要 

    ａ 目的 

      株式会社北九州テクノセンター（以下「会社」という。）は、「地

域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律（頭

脳立地法）」に基づき平成２年４月２０日に設立された法人で、研

究開発、人材育成、交流促進、情報提供を通じ、地域の中小企業を

支援する公益事業と株式会社としての収益事業を行ってきた。 

      このうち、公益事業部門については、平成１４年４月 1 日、新産

業の創出や産業の高度化を図ることを主目的とする財団法人北九

州産業学術推進機構へ営業譲渡し、以後は、起業支援用研究開発室

助成事業及びテナント向け施設の賃貸が主な事業となっている。 

    ｂ 現況 

      平成２４年度の入居状況は、退去した企業はあったものの、新規

入居及び執務室を拡大した企業があり、平均入居率は前年度９８．

７％を下回ったものの、９５．９％と目標の９５％を上回る入居率

を確保している。 

      平成２５年度上半期の平均入居率は９７．４％で、依然として高

い入居率を維持している。 

      業務実績、損益計算書の年度比較、貸借対照表及び株主資本等変

動計算書は、表１、表２、表３及び表４のとおりである。 

    ｃ 組織 

      会社の組織及び職員数は、次のとおりである。 

（平成２５年９月３０日現在） 

              代表取締役専務    総務部長    社 員 

    代表取締役社長        １人      １人     １人 

         １人 

       監査役    取締役 

        ３人        ５人 
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   ｄ 市との関係 

市は、資本金２２億２，９６０万円のうち６億１，０００万円[２

７．３６％（議決権比率は２７．５６％）]を出資している。 

     なお、補助金及び委託料は支出されていない。 

  （イ）監査の結果 

監査の結果、出納その他の事務の執行は、おおむね適正に処理され

ていた。 

     会社の平成２４年度の収支状況を見ると、経常利益は前年度に比べ

て１１万円増の４，６６３万円となった。 

     また、当期純利益が２，８０２万円の黒字となった結果、年度末の

繰越利益剰余金は△２億８，８１５万円に圧縮された。 

     会社のビルは、北九州地域の中小企業に対し経営全般にわたる相談

や指導をワンストップで提供できるオフィスビルである。今後とも、

テナント入居率の維持・向上を図る施策に取り組むことによって、高

水準のテナント入居率を維持するとともに、徹底した運営コストの削

減に取り組むことにより、健全経営の継続に努められたい。 
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表１ 業務実績 

事 業 名 内        容 

賃貸事業 １ テナント向け賃貸事業 

平成２４年度入居率（年平均） ９５．９％ 

２ 「契約駐車場」運営事業 

平成２４年度 契約駐車場（年平均） ３３７台 

              （対前年度比１９台減） 

３ 貸会議室、貸ホール運営事業 

起業支援事業 １ 起業支援用スモールオフィス助成事業（約２０㎡） 

   賃貸料の半額を助成 

   （公財）北九州産業学術推進機構補助事業 

２ 起業支援用スモールオフィス助成事業（約２０㎡） 

   賃貸料の一部を減免 

    テクノセンター独自補助事業 
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表２ 損益計算書の年度比較 

（単位：円） 

科  目 
平成２４年度 

決算額（Ａ） 

平成２３年度 

決算額（Ｂ） 

差 引 

（Ａ）―（Ｂ）

経
常
損
益
の
部

営
業
損
益
の
部

営業収益 172,773,811 177,999,457 △5,225,646

売上高 172,773,811 177,999,457 △5,225,646

営業費用 136,436,123 140,473,335 △4,037,212

売上原価 107,865,670 111,353,999 △3,488,329

販売費及び一般管理費  28,570,453 29,119,336 △548,883

営業利益 36,337,688 37,526,122 △1,188,434

営
業
外
損
益
の
部

営業外収益 10,292,962 8,995,864 1,297,098

受取利息 1,905,621 1,773,005 132,616

貸倒引当金戻入 0 0 0

雑収入 8,387,341 7,222,859 1,164,482

営業外費用 2,194 100 2,094

雑損失 2,194 100 2,094

経常利益 46,628,456 46,521,886 106,570

特
別
損
益
の
部

特別利益 0 0 0

固定資産売却益 0 0 0

国庫補助金受贈益 0 0 0

特別損失 98,788 78,320 20,468

固定資産除却損 98,788 78,320 20,468

税引前当期純利益 46,529,558 46,443,566 85,992

法人税、住民税及び事業税 19,132,875 20,864,228 △1,731,353

法人税等調整額 △627,053 △2,280,141 1,653,088

当期純利益 28,023,846 27,859,479 164,367
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表３ 貸借対照表 

（平成２５年３月３１日現在、単位：円） 

資  産  の  部 負  債  の  部 

科  目 金  額 科  目 金  額 

流 動 資 産 551,335,424 流 動 負 債 23,372,330

現金及び預金 

未収入金 

有価証券 

前払費用 

未収収益 

繰延税金資産 

330,415,319

7,814,159

210,963,900

548,544

448,415

1,145,087

未払金 

未払費用 

未払法人税等 

未払消費税等 

前受金 

預り金 

8,388,675

197,627

10,850,800

1,248,500

2,189,155

497,573

固 定 資 産 1,458,164,286 固 定 負 債 39,941,969

有形固定資産 

建物 

構築物 

建物附属設備 

車両運搬具 

工具 器具 備品 

  土地 

無形固定資産 

 ソフトウェア 

 電話加入権 

投資その他の資産 

投資有価証券 

長期前払費用 

1,346,783,252

1,222,260,461

16,776,045

0

23,989

3,988,022

103,734,735

568,000

0

568,000

110,813,034

109,797,000

1,016,034

 預り敷金 

 繰延税金負債 

30,275,054

9,666,915

負 債 合 計 63,314,299

純  資  産  の  部 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 
  その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

繰越利益剰余金 

自己株式 

評価・換算差額等 

そ の 他 有価証券評 価差額金  

1,945,886,329

2,229,600,000

△270,484,301
△270,484,301 

17,668,465 

△288,152,766 

△13,229,370

299,082

299,082

純 資 産 合 計 1,946,185,411

資 産 合 計 2,009,499,710 負債・純資産合計 2,009,499,710
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表４ 株主資本等変動計算書 

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日、単位：千円） 

株  主  資  本 
評価・換算

差額 等 
純  資 産 

合   計 
資  本 金 

利  益 剰 余 金 

自  己

株 式 

株  主 資 

本  合 計 

その他有

価証券評

価差額金 

その他利益剰余金  

  固 定 資 産

圧 縮 積 立

金 

繰越利益 

剰 余 金 

利 益 剰 

余金合計 

前期末 

残  高  
2,229,600 19,132 △ 317,641 △ 298,508 △ 13,229 1,917,862 1,412 1,919,275 

当期変 

動 額 

当 期 

純利益 

金 額 

 28,023 28,023  28,023 28,023 

固 定 資

産 圧 縮

積 立 金

の 取 り

崩し 

△ 1,464 1,464    

株主資 

本以外 

の項目 

の 当 

期中の 

変動額 

(純額） 

     △ 1,113 △ 1,113 

当  期  

変動額 

合 計 

△ 1,464 29,488 28,023  28,023 △ 1,113 26,910 

当期末 

残 高 
2,229,600 17,668 △ 288,152 △ 270,484 △ 13,229 1,945,886 299 1,946,185 

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。 

資料 株式会社北九州テクノセンター 
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オ 帆柱ケーブル株式会社 

  （ア）事業の概要 

   ａ 目的 

帆柱ケーブル株式会社（以下｢会社｣という。）は、鉄道事業法に

よる運輸業、旅客誘致設備等の管理運営及びこれらに付帯し、又

は関連する業務を営み、皿倉山頂への公共交通機関として観光客

の誘致を図るとともに、市民に健全なレクリエーションの場を提

供することを目的として、昭和３２年３月１日に設立された法人

である。 

    ｂ 現況 

会社は、前記の事業目的を達成するため、鋼索鉄道（ケーブル）

事業を行っていたが、平成２４年１０月、ケーブルカー、軌道、

駅舎等の施設を市へ譲渡し、この施設を借受けて運行する方式に

移行した。 

また、平成１９年１２月からは、市が所有する山頂施設のスロー

プカー・展望台の運行・運営管理を行っている。 

業務実績、損益計算書年度比較、貸借対照表及び株主資本等変動

計算書は、表１、表２、表３及び表４のとおりである。 

ｃ 組織 

会社の組織及び職員数は、次のとおりである。 

（平成２５年９月３０日現在） 

代表取締役社長 1 人 

取  締  役 8 人 

総務課     1 人 

営業企画課   1 人 

運輸課      3 人 

監  査  役 2 人 
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    ｄ 市との関係 

市は、資本金１，０００万円を全額出資するほか、軌道敷等補修

工事、橋梁改修、ケーブルカー・リフト施設改修の資金の貸付け

を行っており、平成２５年９月現在の貸付残高は８，８１２万円

となっている。 

また、皿倉地区観光振興事業、皿倉山頂展望台管理運営業務、帆

柱ケーブル等大規模修繕事業等を委託し、平成２４年度は３，７

０７万円、平成２５年度は９月までに２，１９４万円の委託料を

支出している。 

  （イ）監査の結果 

監査の結果、出納その他の事務の執行は、おおむね適正に処理され

ていた。 

     平成２４年度の当期経常増減額については、営業費のコスト縮減や

営業強化による収益の向上に努めた結果、経常利益は前年度より７３

７万円増加し、２，１０８万円となっている。また、平成２３年度は

、上下分離方式への移行の前提として鋼索鉄道事業における減損処理

を行ったため特別損失を計上していたが、当期はこのような損失も生

じていないため、当期純損益でも、前年度より８，２２４万円増加し

黒字に転換し、１，９１７万円の純利益を確保している。 

今後とも、配置人員、組織、保守管理委託等の見直しやコスト縮減

に努めるとともに、積極的な集客活動の展開により収益の向上に取り

組み、早期に債務超過を解消し、より安定的な経営基盤を確立するこ

とを期待する。
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表１ 業務実績 

１ 鋼索鉄道事業（ケーブルカー） 

区  分 単位 平成 24 年度 平成 23 年度 差 引 

営業キロ数 Km 1.1 1.1 0

営業日数 日 356 357 △1

運転キロ数 Km 21,516.0 21,049.6 466.4

乗車人員 人 188,860 177,627 11,233

１日平均乗車人員 人 530.5 497.6 32.9

２ その他事業（スロープカー） 

区  分 単位 平成 24 年度 平成 23 年度 差 引 

営業キロ数 Km 0.159 0.159 0

営業日数 日 356 357 △1

運転回数 回 21,772 21,253 519

乗車人員 人 156,578 150,066 6,512

１日平均乗車人員 人 439.8 420.4 19.4
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表２ 損益計算書年度比較 

  （単位：円） 

科  目 
平成２４年度 

決算額（Ａ） 

平成２３年度 

決算額（Ｂ） 

差 引 

（Ａ）―（Ｂ） 

鋼索鉄道事業（ケーブル） 

 営業収益 86,661,773 76,083,091 10,578,682

 営業費 89,464,269 84,937,998 4,526,271

 営業利益 △ 2,802,496 △ 8,854,907 6,052,411

その他事業（スロープカー等） 

 営業収益 42,372,271 40,909,431 1,462,840

 営業費 19,860,053 19,820,843 39,210

 営業利益 22,512,218 21,088,588 1,423,630

全事業営業利益 19,709,722 12,233,681 7,476,041

営業外収益 1,793,916 1,884,190 △90,274

 受取利息及び配当金 17,149 400 16,749

 雑収入 1,776,767 1,883,790 △107,023

営業外費用 428,470 417,041 11,429

 支払利息 382,740 414,579 △31,839

 雑支出 45,730 2,462 43,268

経常利益 21,075,168 13,700,830 7,374,338

特別利益 0 359,982 △359,982

  固定資産売却益 0 359,982 △359,982

特別損失 7 76,926,429 △76,926,422

  減損損失 

  貯蔵品評価損 

固定資産除却損 

0

0

7

53,543,461

23,382,930

38

△53,543,461

△23,382,930

△31

税引前当期純利益 21,075,161 △62,865,617 83,940,778

法人税、住民税及び事業税 1,909,500 208,500 1,701,000

当期純利益 19,165,661 △63,074,117 82,239,778
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表３ 貸借対照表 

（平成２５年３月３１日現在、単位：円） 

科     目 金   額 科     目 金   額 

（資産の部） （負債の部） 

 流動資産 59,140,536  流動負債 24,488,307

  現金及び預金 42,261,992   買掛金 38,055

  未収運賃 68,900 次期返済予定の長期借入金 6,324,493

  未収入金 9,838,415 次期返済予定のリース債務 1,492,415

  商品 791,628   未払金 12,621,372

  貯蔵品 6,150,793   預り金 116,396

  立替金 28,808   借受金 43,576

  未払法人税等 1,059,000

  未払消費税等 1,952,000

  賞与引当金 841,000

 固定資産 21,609,504  固定負債 82,290,686

  鋼索鉄道事業固定資産 3,922,025   長期借入金 81,800,008

  その他事業固定資産 2,624,899   リース債務 77,278

  投資その他の資産 15,062,580   退職給付引当金 413,400

   出資金 10,000 負債合計 106,778,993

   長期前払費用 52,580 （純資産の部） 

   長期預金 15,000,000  株主資本 △ 26,028,953

 資本金 10,000,000

 利益剰余金 △36,028,953

  (その他利益剰余金) △36,028,953

  繰越利益剰余金 △36,028,953

（うち当期純利益） 19,165,661

純資産合計 △26,028,953

資産合計 80,750,040 負債・純資産合計 80,750,040
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表４ 株主資本等変動計算書 

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日、単位：円） 

株 主 資 本 

資 本 金 

資本剰余金 利益剰余金 

その他資本 

剰 余  金 

資本剰余金 

合   計 

その他利益 

剰  余 金 利益剰余金 

合   計繰  越 利 益 

剰   余   金 

当期首残高 10,000,000 7,879,503 7,879,503 △ 63,074,117 △ 63,074,117 

当期変動額

そ の 他 資 本 剰 余 金 

取 崩 額 
 △ 7,879,503 △ 7,879,503 7,879,503 7,879,503 

当期純利益    19,165,661 19,165,661 

当期変動額合計 0 △ 7,879,503 △ 7,879,503 27,045,164 27,045,164 

当期末残高 10,000,000 0 0 △ 36,028,953 △ 36,028,953 

株 主 資 本 

純 資 産 

合   計 株 主 資 本 

合  計 

当期首残高 △45,194,614 △ 45,194,614 

当期変動額

そ の 他 資 本 剰 余 金 

取 崩 額 
0 0 

当期純利益 19,165,661 19,165,661 

当期変動額合計 19,165,661 19,165,661 

当期末残高 △26,028,953 △ 26,028,953 

資料 帆柱ケーブル株式会社 
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北九州市監査公表第２２号

平成２６年５月２７日 

 北九州市監査委員  山 口   彰 

 同         廣 瀬 隆 明 

 同         日 野 雄 二 

                同         世 良 俊 明 

 監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 監査の種類 

  定期監査 

２ 措置を講じた局 

  建築都市局 

３ 監査の期間 

  平成２５年７月２９日から平成２５年１１月２２日まで 

４ 監査公表の時期 

  平成２６年２月１０日（平成２６年監査公表第８号） 
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５ 監査の結果に基づく措置状況

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 支出事務 

（ア）市営住宅に関する管理代行、指

定管理事務について 

（住宅管理課） 

市営住宅の管理に関しては、市（住

宅管理課）と北九州市住宅供給公社（以

下、「公社」という。）との間で、「北九

州市営住宅の管理代行に関する基本協

定書」（以下、「管理代行に関する協定

書」という。）、「北九州市営住宅の指定

管理に関する基本協定書」（以下、「指

定管理に関する協定書」という。）を締

結し、それぞれの所掌事務を行ってい

る。 

これらの事務処理についてみたとこ

ろ、①管理代行に関する協定書では公

社が行うとされている事務について、

公社ではなく市が行っているもの、②

指定管理に関する協定書では、公社が

行うとされていない事務にもかかわら

ず、公社が行っているものが見受けら

れた。  

締結した協定書に基づく適正な事務

処理を行うよう、改められたい。 

 今回の指摘は、市営住宅の管理にあ

たり、市と市住宅供給公社との間で締

結している「北九州市営住宅の管理代

行に関する基本協定書」及び「北九州

市営住宅の指定管理に関する基本協定

書」で定められた所掌事務に関し、事

務の一部が協定書と異なった形で処理

されていたものである。 

今回の指摘を受け、平成２５年１２

月１７日に行われた、市及び市住宅供

給公社双方の管理職が出席する「市営

住宅管理者会議」において、所掌事務

の確認・徹底を申し合わせた。 

また平成２６年１月６日に課内の「事

務改善会議」においても周知徹底を図

った。 

 今後は、基本協定書に基づき適正な

事務処理を行っていく。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

イ 財産管理事務 

（ア）行政財産の使用許可について 

（住まい向上支援課） 

電柱類設置に対する行政財産の目的

外使用を許可する事務において、①使

用料減免に関する決裁がないにも関わ

らず、減免しているものとして使用料

を徴収していないもの、②自動更新の

電柱について年度末間際の２月に調定

を行い納付させているもの、③新設の

電柱について全期間分の使用料を前納

させていないもの、④行政財産使用許

可台帳を作成していないものが認めら

れた。 

市副市長以下専決規程では、使用料

の減免は副市長の専決事項とされてい

る。また、市財政局長通知（平成２２

年３月２５日付）では、使用料は使用

許可の全期間分をその初日までに納入

させるものであること、使用許可財産

の状況を把握し管理の適正を図るた

め、許可主管課は、許可台帳を作成し

備え付けるものとされている。 

 適正な財産処理をされたい。 

１ 指摘に沿った改善是正 

 全ての電柱類の現況と許可状況を確

認した。①これまで使用料の減免とな

っていた電柱類に関して、今後も継続

的に使用するものについては使用料の

徴収を開始した。②、③平成２５年１

２月１７日の事務改善会議において、

指摘事項を課内に周知するとともに事

務処理について注意を行った。④すみ

やかに台帳の作成を行った。 

２ 制度面での恒久的措置 

 今後は、今回の指摘を受け、行政財

産の目的外使用について、市副市長以

下専決規程や公有財産管理の手引きに

沿った適正な処理を行う。 

３ 職員への周知 

事務改善会議等で「公有財産管理の

手引き」「監査で気付いたチェックポイ

ント」などを活用して、再発防止に向

けた事務処理の確認を行う。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ウ その他 

（ア）市が事務局となっている団体の

経理事務について 

（折尾総合整備事務所） 

折尾総合整備事務所が事務局となっ

ている「ありがとう折尾駅舎」実行委

員会の経理事務を見たところ、担当職

員等が自治会等から集めた寄付金を当

該実行委員会の預金口座に入金する

際、相手先から受領した金額が確認で

きる領収書控等の証拠書類がないまま

収入調定決議書の決裁を行い、入金処

理していた。  

実行委員会の事務局として行う現金

出納については、公務として行う以上、

収入の際には領収書の控や収入した相

手先、金額がわかる記録等の証拠書類

により組織的に確認する必要がある。

適正な事務処理をされたい。 

 監査での指摘事項を踏まえ、今後、

実行委員会の事務局として、現金の収

納を行う場合は、調定決議書への納入

者名の記載だけでなく、領収書の控や

収入した相手先、金額がわかる記録等

の書類を添付して、組織的に確認する

こととした。 

 また、再発防止のため、実行委員会

の収納事務に関して、平成２５年１１

月２５日に建築都市局が独自に作成し

た「実行委員会事務局の収納チェック

シート」を活用し、適正な事務処理の

徹底を図ることとした。 

局全体の対応として、今回の指摘を

受け、平成２５年１１月２５日に局内

各課に対して、「財務会計事務の適正処

理について」の通知を行い、再発防止

に向けて適正な事務処理を行うよう、

指導徹底した。 

また、例年、人事異動の時期（５月

頃）に局内研修会を実施しているが、

監査事務局指摘事項についても研修項

目に組み込み、今後も再発防止に向け

た取り組みを行っていく。 
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北九州市監査公表第２３号

平成２６年５月２７日 

 北九州市監査委員  山 口   彰 

 同         廣 瀬 隆 明 

 同         日 野 雄 二 

                同         世 良 俊 明 

 監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 監査の種類 

  財政援助団体等監査 

２ 措置を講じた団体 

  北九州市住宅供給公社 

３ 監査の期間 

  平成２５年７月２９日から平成２５年１１月２２日まで 

４ 監査公表の時期 

  平成２６年２月１０日（平成２６年監査公表第９号） 
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（ア）市営住宅に関する指定管理事務

について  

市営住宅の管理に関しては、市（住

宅管理課）と北九州市住宅供給公社（以

下、「公社」という。）との間で、「北九

州市営住宅の指定管理に関する基本協

定書」（以下、「指定管理に関する協定

書」という。）を締結し、それぞれの所

掌事務を行っている。  

これらの事務処理についてみたとこ

ろ、指定管理に関する協定書では、公

社が行うとされていない事務にもかか

わらず、公社が行っているものが見受

けられた。 

締結した協定書に基づく適正な事務

処理を行うよう、改められたい。 

今回の指摘は、市営住宅の管理にあ

たり、市と公社との間で締結している

「北九州市営住宅の指定管理に関する

基本協定書」で定められた所掌事務に

関し、事務の一部が協定書と異なった

形で処理されていたものである。 

 今回の指摘を受け、平成２５年１２

月１７日に行われた、市及び公社双方

の管理職が出席する「市営住宅管理者

会議」において、所掌事務の確認・徹

底を申し合わせた。 

 また、平成２５年１２月２６日に課

内研修を開催し、関係職員への周知徹

底を図った。 

 今後は、基本協定書に基づき適正な

事務処理を行っていく。 
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北九州市監査公表第２４号

平成２６年５月２７日 

 北九州市監査委員  山 口   彰 

 同         廣 瀬 隆 明 

 同         日 野 雄 二 

                同         世 良 俊 明 

 監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 監査の種類 

  財政援助団体等監査 

２ 措置を講じた団体 

  北九州市住宅供給公社 

  北九州市道路公社 

  北九州高速鉄道株式会社 

３ 監査の期間 

  平成２５年７月２９日から平成２５年１１月２２日まで 

４ 監査公表の時期 

  平成２６年２月１０日（平成２６年監査公表第１０号） 
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

 （１）北九州市住宅供給公社

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（ア）市営住宅に関する管理代行、指

定管理事務について 

 市営住宅の管理に関しては、市（住

宅管理課）と公社との間で、「北九州市

営住宅の管理代行に関する基本協定

書」（以下、「管理代行に関する協定書」

という。）、「北九州市営住宅の指定管理

に関する基本協定書」（以下、「指定管

理に関する協定書」という。）を締結し、

それぞれの所掌事務を行っている。  

これらの事務処理についてみたとこ

ろ、①管理代行に関する協定書では公

社が行うとされている事務について、

公社ではなく市が行っているもの、②

指定管理に関する協定書では、公社が

行うとされていない事務にもかかわら

ず、公社が行っているものが見受けら

れた。   

締結した協定書に基づく適正な事務

処理を行うよう、改められたい。 

今回の指摘を受け、平成２５年１２

月１７日に行われた、市及び公社双方

の管理職が出席する「市営住宅管理者

会議」において、所掌事務の確認・徹

底を申し合わせ、今後は、基本協定書

に基づき、①市営住宅模様替等承認に

ついては、市が行っていた承認事務を

公社で行い、②市営住宅同居承認申請

及び、市営住宅入居承継承認申請につ

いては、市の承認を受けるなど適正な

事務処理を行っていくこととした。 

なお、本件について、同年１２月２

６日に公社課内研修を実施し、関係職

員への周知徹底を図った。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（イ）ステンレス鋼管の継手方式につ

いて 

［１８］南丘団地３号棟給水管取替工

事  

［１９］泉台団地１３・１４・１５号

棟給水管取替工事  

（軽微な工事）給水管取替  

上記工事は、老朽化している団地宅

内給水管（口径２０mm）の取替を行う

工事であり、その内、浴室等には防錆

対策のため、配管材にステンレス鋼管

を使用している。  

口径６０mm 以下のステンレス鋼管の

継手部においては、｢公共建築工事標準

仕様書 機械設備工事編｣に則し、メカ

ニカル形継手方式で施工すべきとこ

ろ、誤って、同仕様書では適用が認め

られていない、ねじ込み式継手方式で

施工しており、過大で不適切な工事と

なっていた。  

工事費の設計施工に当たっては、｢公

共建築工事標準仕様書｣等を遵守し、適

正に行われたい。 

今回の指摘事項については、平成２

６年４月から公共建築工事標準仕様書

機械設備工事編に基づき、ステンレス

鋼管を採用する場合は、メカニカル形

継手方式に改めることとした。 

再発防止策としては、今回の指摘事

項を中心に、平成２５年１２月３日に

社内で職員研修を実施するとともに、

平成２６年２月４日には、市の機械設

備担当者から住宅設計標準を中心にし

た講義を受け、仕様書に対する理解を

深めた。 

あわせて工事業者に対しても平成２

６年１月２７日に連絡会を開き、今回

の指摘事項並びに今後の対応について

伝達した。 

今後も適宜職員研修を実施するとと

もに、使用材料、工法等の選定にあた

っては、標準仕様書に準拠することを

徹底し、疑義が生じた場合は、市の助

言、指導を受け、適切な工事の実施に

努めるものとする。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（ウ）太陽光発電装置の積算について

［４］竹末団地４号棟屋上防水工事（太

陽光発電）  

［１６］竹末団地１１号棟屋上防水工

事（太陽光発電）  

上記工事は、既存市営住宅の屋上防

水シートの取替（建築工事）を行う際

に、太陽光発電装置を合わせて設置（電

気設備工事）するものである。 

本件では、「公共建築工事積算基準」

に基づき、建築工事と電気設備工事を

それぞれ個別に積算し、合算すべきで

あるが、全体を建築工事として積算し

たため、次の点が不適切であった。 

１ 査定率について 

北九州市住宅供給公社では、北九州

市の積算要領等を準用して積算してい

る。太陽光発電装置の査定率は、「北九

州市電気設備工事積算要領」の数値を

適用すべきであったが、誤って、電気

設備工事では採用しない「建築工事単

価表運用方針」から、より高い数値の

査定率を適用したため、過大となって

いた。 

２ 単価について 

「北九州市電気設備工事積算要領」

では、単価が定められている場合、そ

の単価を用いて積算することとなって

いるが、誤って、「建築工事単価表運用

方針」で定められている、見積りによ

る積算を行ったため、過大となってい

た。 

工事費の積算に当たっては、適用す

る積算基準等を十分に確認し、適切に

行われたい。 

 今回の指摘事項については、今後同

様の工事が発生した場合、工種毎に適

切な査定率を採用するとともに、単価

についても定められている場合は、見

積によらず単価を採用することを徹底

する。 

 再発防止策としては、平成２５年１

２月１１日に職員研修を実施し、今回

の指摘事項を例示しながら、同様の誤

りを生じさせることがないよう指導を

行った。 

 あわせて新たな工法等で積算方法に

疑義が生じた場合、公社単独で判断す

るのではなく、市の関係部署に対して

設計図書等を示しながら、助言及び指

導を受けるものとし、その結果を協議

録として整理し記録する。 

今後も適宜職員研修を実施するとと

もに、積算基準や積算要領等に準拠す

ることを徹底し、疑義が生じた場合は、

市の助言、指導を受け、適切な工事の

実施に努めるものとする。 
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（２）北九州市道路公社 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（ア）昇降設備の積算について 

工事名：若戸大橋昇降機改修工事 

上記工事は、若戸大橋の主塔内の昇

降設備を改修するものであり、建設当

時製作したメーカーの子会社（以下「メ

ーカー子会社」という。）に特命随意契

約したものである。 

本工事の設計・積算にあたっては、

このメーカー子会社に依頼して、工事

の設計図、昇降設備の仕様を作成する

とともに、同 1 社より徴した見積り（機

器費、機材費、労務費、搬入費）に査

定率を乗じる形で算定しているが、次

の点が不適切であった。 

１ 見積内容の精査 

採用した見積りは、高額な機材費や

機器費が複数計上されているが、その

規格や部材等の内訳が確認できないも

のであり、価格の妥当性等が精査でき

ず、また、１式計上している労務費や

資材搬入費についても、作業内容や人

工数等の必要な情報が確認できないも

のであり、工事費の妥当性等が判断で

きず、不適切であった。 

２ 査定率の選択 

北九州市道路公社では、北九州市の

積算要領等を準用して積算している。

昇降機の査定率は、市では、‘北九州市

電気設備工事積算要領’による数値を

採用しているが、公社では、本件の工

事の特殊性を理由に、‘北九州市プラン

ト工事積算要領’から、より高い数値

の査定率を採用していた。 

この選択は、大幅な金額の差が生じ

るものであることから、北九州市の技

術専門部署等と協議した上で、必要で

あれば、類似昇降機の市場調査等によ

る客観性のある根拠に基づき査定する

など、慎重に判断すべきであった。 

 １ 指摘事項改善変更  

今回は、メーカー見積の内容では、

価格の妥当性が判断できず、また機器

の査定率について、北九州市の技術専

門部署等（以下「技術専門部署」とい

う。）と協議を行い、より慎重に判断す

べきであったことを指摘されたもので

ある。 

 指摘された点については、平成２５

年１２月１１日から作業内容及び人工

数等の確認、各機器材の価格調査を実

施した。その後、作業内容の変更に合

わせ、平成２６年１月２２日に契約変

更を行い、減額した。 

今後同様の問題が生じないように、

見積内容の精査及び技術専門部署との

協議を行い、設計、積算するものであ

る。 

 ２ 職員への周知  

再発防止のため、見積り徴収方法の

研修を実施した。 

また、工事積算において、‘北九州市

電気設備工事積算要領’を準用するに

あたり、疑義が生じた場合は、北九州

市の技術専門部署等と協議し、工事積

算を行うよう周知した。 
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監 査 の 結 果 措 置 状 況 

工事の積算に当たっては、‘北九州市

電気設備工事積算要領’等に従い、価

格の妥当性や内容の確認を十分に行う

とともに、作業員数の工事中の現状や

作業日報による確認を行い、また、同

要領の査定率等の適切な運用に努め、

適正な積算になるよう徹底されたい。
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（３）北九州高速鉄道株式会社 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（ア）工事の業者選定及び塗装材料の

積算について  

工事名：床面塗装工事  

上記工事は、北九州モノレールの電

力を供給する北方変電所において、老

朽化した床面塗装の塗り替えを行うも

のであるが、次の点が不適切であった。

１ 工事の業者選定について  

本件では、変電所機器への影響等、

不測の事態にも対応できるよう、モノ

レールの運輸通信システムに精通して

いるとの副次的な理由で、塗装工事業

者ではない電気通信業者に特命随意契

約しており、不適切であった。  

２ 塗装材料の積算について  

工事目的である塗装工の使用材料に

ついては、品質確保のため、「公共建築

工事標準仕様書」等を基に、必要な使

用量を精査し、積算すべきであるが、

本件では、特命業者からの見積数量を

検証することなく、そのまま計上した

ため、積算数量を誤り、過大となって

いた。  

工事の発注に当たっては、競争入札

による工事目的に応じた業者選定が原

則であり、やむを得ず特命随意契約を

行う場合は、「公共工事における随意契

約のガイドライン」に則り、適正な業

者選定を行うよう、留意されたい。  

また、工事における使用材料につい

て、求められる必要量の精査、正確な

積算を行い、適切な施工管理に努めら

れたい。 

１ 工事の業者選定について 

指摘に沿った改善是正として、「随意

契約のガイドライン」の厳格な運用を

図るため、合議を行うなど二重チェッ

ク体制をとることとした。 

制度面での恒久的措置として、工事

内容に適合した業者選定を行うため、

稟議書の様式を変更し、工種選定の別

途決裁をとることとした。 

社員への周知として、説明会を開き、

全社的に周知徹底を図ることとした。

２ 塗装材料の積算について 

指摘に沿った改善是正として、担当

者が設計時のチェックを確実に実施す

るよう、係長を含めた担当者以外の者

にも二重にチェックを行わせるように

徹底して再発防止を図ることとした。

制度面での恒久的措置として、稟議

書の様式を変更しチェック体制を強化

した。 

社員への周知として、説明会を開き、

全社的に周知徹底を図ることとした。
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北九州市監査公表第２５号

平 成 ２ ６ 年 ５ 月 ２ ７ 日

北九州市監査委員  山 口   彰

同         廣 瀨 隆 明

同         日 野 雄 二

                 同         世 良 俊 明

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。

１ 監査の種類

   定期監査（工事監査）

２ 措置を講じた局等

   建設局及び上下水道局

（河川及び下水道関係）

３ 監査の期間

   平成２５年８月２１日から平成２５年１１月２２日まで

４ 監査公表の時期

   平成２６年２月１０日（平成２６年監査公表第７号）
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５ 監査の結果に基づく措置状況

（１）建設局

監  査  の  結  果 措  置  状  況

ア 施工方法の変更について

（河川整備課）

［８］紫川（ＭＭ区間）

河道掘削工事（24-1）

本工事は、紫川マイタウンマイリバ

ー整備事業の一環として、河川におけ

る洪水の安全な流下を図るため、河床

掘削を行い、掘削土を土運搬船にて海

上運搬し、響灘西地区の埋立地に処分

するものである。 

当初設計では、掘削土を小型土運搬

船（100  ）に積込み、そのまま同船

にて海上運搬して処分する計画とし

ていたが、工事着手後、請負者より、

土砂処分場への運搬は時化（しけ）の

影 響 を 受 け る た め 大 型 の 土 運 搬 船

（650  ）にしたい、また、それに伴

う小型船から大型船への土砂積替え

については設計変更の対象としてほ

しい旨の施工協議書が提出された。 

この土砂運搬方法の変更は、大幅な

工 事 費 の 増 加 が 見 込 ま れ る 施 工 方

法の変更であり、北九州市請負契約約

款第 18 条の規定により、請負者から

の請求後、直ちに条件変更に該当する

ものかどうか調査を行い、その結果を

取りまとめ請負者に書面で通知し、施

工すべきだったが、それが行われずに

工事完成間近になって設計変更が行

われた。

 今回の指摘は、土砂運搬方法の変更

において、大幅な工事費の増加が見込

まれる施工方法の変更でありながら、

北九州市請負契約約款第 18 条の「条

件変更等」の規定についての認識が不

足していたことから生じたものであ

る。 

今回の指摘を受け、設計担当部署

（河川部）と監督担当部署（東・西整

備事務所）が合同で実施している「河

川技術研修」を平成 25 年 12 月 25 日

に実施し、その中で、北九州市請負契

約約款に従い必要な手続きを行うと

ともに、設計に際し、現状調査や関係

部局（港湾空港局、技術監理室）等と

の調整を十分に行うよう関係職員に

周知徹底を図った。 

さらに、監督担当部署において、監

督員及び現場代理人に対して、設計変

更を伴う協議については、契約約款ど

おり相互に書面での手続きを行うよ

う文書を東・西整備事務所の打ち合わ

せテーブル等に掲示し注意喚起を行

うようにした。 

（つづく）

注・･［ ］内の数字は、平成２６年監査公表第７号の別表１本工事抽出一覧表の番号を示す
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監  査  の  結  果 措  置  状  況

本件は、同約款第 18 条（条件変更

等）の手続きである書面での通知等

を行わず、施工方法を変更して進めら

れ、工期末に既に施工された内容で設

計変更された不適切なものであった。

施工方法については、設計する際

に、現状調査や関係部局等との調整を

十分に行うとともに、その変更に際し

ては、同約款に従い必要な手続きを行

ったうえで適切に施工されたい。

注・･［ ］内の数字は、平成２６年監査公表第７号の別表１本工事抽出一覧表の番号を示す
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（２）上下水道局

監  査  の  結  果 措  置  状  況

ア 電算システム等の運用について

（下水道整備課）

［２］陣原三丁目地内管渠更生工事

［４］則松北幹線管渠更生工事

本工事は、既設の下水道管渠の耐震

補強のため、管渠更生工法（開削せず

に既設管内にそれよりわずかに小さ

い更生管を構築し、その間隙を充填す

る工法）の一つである「パルテムフロ

ーリング工法」を採用して設計を行っ

たものである。

この管渠更生工法の充填工の積算

において、次の点が不適切であった。

［２］陣原三丁目地内管渠更生工事

においては、充填工の単価を電算シス

テムにより積算したものであるが、同

システムの入力条件の説明が不明確

なため、施工延長等の入力を誤り、過

小な積算となっていた。

［４］則松北幹線管渠更生工事にお

いては、充填工の単価を電算システム

によらずに、その基となる積算基準書

から手計算で積算したものであるが、

歩掛りの運用の説明が誤っていたた

め、過小な積算となっていた。

この「パルテムフローリング工法」

の充填工の積算にかかる電算システ

ム等は、同工法が市の基準書に登録さ

れた平成 14 年ごろから、ほぼ現在の

状態で利用されていた。

電算システムの入力条件や積算基

今回の指摘は、電算システムの入力

条件や積算基準書の運用説明が不十

分であったことなどが原因で生じた

ものである。 

 今回の指摘を踏まえ、今後、同様の

間違いが生じないように、電算システ

ムの入力条件の説明を追記し、積算基

準書については、歩掛りの運用の説明

を改めた。 

また、下水道事業に携わる技術職員を

対象として、平成 25 年 11 月 19 日に

積算基準書の改訂等に関して文書に

よる通知を行った。さらに、平成 25

年 11 月 28 日の事務改善会議におい

て、指摘事項を取り上げ、再発防止の

周知徹底を図った。 

（つづく）

注・･［ ］内の数字は、平成２６年監査公表第７号の別表３本工事抽出一覧表の番号を示す
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監  査  の  結  果 措  置  状  況

準書の運用説明等は、積算する上での

マニュアルとなるものであり、常に正

確かつ判りやすいものとなるよう、努

められたい。

注・･［ ］内の数字は、平成２６年監査公表第７号の別表３本工事抽出一覧表の番号を示す
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北九州市監査公表第２６号

平成２６年５月２７日 

北九州市監査委員  山 口   彰 

同         廣 瀬 隆 明 

同         日 野 雄 二 

同         世 良 俊 明 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を行ったので、同条

第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、建築都市局（総務部、計画部、整備部、折尾総合整備事務

所及び建築部）において施工する営繕及び土木工事（調査・設計委託業務を

含む）で、平成２４年１０月１６日から平成２５年１０月１５日までに契約

した本工事及び軽微な工事並びに平成２４年度から平成２５年度への継続工

事を対象とした。

２ 監査の方法 

監査に必要な資料の提出を求め、表１のとおり工事等を抽出し、それぞれ

事務手続、計画・設計及び施工について、事務が適正に執行されているか等

を主眼に、関係書類の調査及び現地調査を実施するとともに、関係職員から

説明を聴取した。 

表１ 工事の抽出 

工 事 区 分 
対 象 工 事 抽 出 工 事 

備 考 
件数 契約金額(千円) 件数 契約金額(千円)

本  工  事 

(委託業務を含む)
543 16,395,291 73 4,323,667 別表１参照 

軽 微 な 工 事 

(委託業務を含む)
61 44,548 8 13,111 別表２参照 
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３ 監査の期間 

平成２５年１１月２５日から平成２６年４月３０日まで。 

４ 監査の結果 

監査の結果、工事の事務手続、計画・設計及び施工は、おおむね適正に

行われていた。 
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別表１ 本工事抽出一覧表（建築都市局） 

番

号
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方

法

契約金額 

(千円) 
工 期 

１

整 備 部

学 研 都 市

開発事務所 

学研北部宅地整備工事（２４－５） 

〈若松区大字小敷〉

土 工  31,700

 、道路工315

ｍ、雨水管167

ｍ

一

般
76,257

24.10.25

25.05.24

２

整 備 部

学 研 都 市

開発事務所 

学研北部交差点改良工事 

（２４－１） 

〈若松区大字小敷〉 

切削2,090㎡ 

舗装2,951㎡ 

乗入れ7箇所 

一

般
19,400

24.12.14

25.05.30

３

整 備 部

学 研 都 市

開発事務所 

学研北部道路築造工事（２４－４） 

〈若松区大字小敷〉 

工事長340m 

舗装 5,230㎡ 

排水工675ｍ 

一

般
118,787

25.02.28

25.10.26

４

整 備 部

学 研 都 市

開発事務所

学研北部道路舗装工事（２４－１） 

〈若松区大字塩屋〉 

工事長284ｍ 

舗装6,310㎡ 

区画線１式 

指

名
39,311

25.02.14

25.07.14

５

整 備 部

学 研 都 市

開発事務所 

学研北部道路築造工事（２４－１） 

〈若松区大字小敷ほか〉 

工事長 340ｍ 

舗装5,130㎡ 

排水工 677ｍ 

一

般
116,445

25.03.21

25.12.06

６

整 備 部

学 研 都 市

開発事務所 

学研北部法面整備工事（２５－１） 

〈若松区大字小敷〉 

法面保護工 

５，１８０㎡

指

名
16,689

25.05.31

25.08.29

７

折 尾 総 合 

整備事務所 

工 事 課

折尾連立関連新々堀川移設工事 

（２４－１） 

〈八幡西区北鷹見町外〉 

河川移設39ｍ 

既設水路撤去 

1式 

駅広暫定整備 

1式 

一

般
116,400

24.09.27

25.06.28

８

折 尾 総 合 

整備事務所 

工 事 課 

折尾中間線道路改良工事 

（２４－１） 

〈八幡西区大膳二丁目地内〉 

L＝253m 

掘削工 

Ｖ＝23,600m3 

盛土工 

Ｖ＝5,190m3 

補強土壁工 

Ａ＝1,448㎡ 

一

般
189,838

24.10.25

25.08.30

９

折 尾 総 合 

整備事務所 

工 事 課

折尾連立関連折尾駅西口歩道整備工

事 

〈八幡西区堀川町〉 

L＝150m 

側溝工Ｌ＝117m 

縁石工Ｌ＝104m 

舗装工A＝441㎡ 

指

名
14,275

24.11.02

25.03.31
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番

号
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容

方

法

契約金額 

(千円) 
工 期 

10 

折 尾 総 合 

整備事務所 

工 事 課

折尾南北線下水道管渠築造工事 

〈八幡西区北鷹見町〉 

塩ビ管Ｌ＝55m 

人孔 5 箇所汚

水桝2箇所

指

名
4,278

25.02.21

25.04.30

11 
建築部 

建築課 

到津の森公園マダガスカルゾーン展

示施設等整備工事（その２） 

〈小倉北区上到津四丁目〉 

ｹ ｰ ｼ ﾞ 獣舎棟

67.2 ㎡、便所

棟の新築工事 

一

般
58,590

24.11.15

25.07.31

12 
建築部 

建築課 

日吉台光明線（駅前広場）シェルタ

ー新築工事 

〈八幡西区折尾一丁目1568 番地〉

JR 折尾駅前広

場バス及びﾀｸｼ

ｰの乗車客待機

ｼｪﾙﾀｰの設置 

指

名
9,030

24.11.29

25.02.12

13 
建築部 

建築課 

ほたる活動拠点（ミニほたる館）改

修工事 

〈八幡西区香月西四丁目6番地〉 

RC 造 1 階 

347 ㎡の改

修工事 

指

名
37,800

24.12.20

25.04.30

14 
建築部 

建築課 

コムシティ駐車場改修建築工事 

〈八幡西区黒崎三丁目15番地〉

外部・内部

改修工事 

一

般
137,655

24.10.22

25.03.22

15 
建築部 

建築課 

企救中学校耐震補強工事（第2期） 

〈小倉南区南若園町1番地〉 

RC4 階(教室

棟、廊下棟)

の耐震補強

工事 

指

名
53,340

24.11.08

25.03.15

16 
建築部 

建築課 

大里柳小学校改築工事 

〈門司区不老町二丁目1番地〉 

校舎、屋内

運動場、プ

ール棟等の

新築工事 

一

般
852,033

24.10.04

25.12.27

17 
建築部 

建築課 

旧三宜楼建物補修工事 

〈門司区清滝三丁目6番地〉 

木造 3 階建

998.17 ㎡の

建物補修工

事 

一

般
133,350

24.10.15

26.03.15

18 
建築部 

建築課 

小倉北消防署移転新築工事 

〈小倉北区大手町8番地〉 

RC 造一部 S

造 地上 3

階 3,141 ㎡

の新築工事 

一

般
464,100

24.10.04

25.11.25

19 
建築部 

建築課 

旧戸畑区役所庁舎図書館活用耐震改

修工事 

〈戸畑区新池一丁目１番地〉 

旧区役所庁

舎を図書館

へ改修する

もの 

一

般
593,250

24.12.10

26.02.20

20 
建築部 

建築課 

市立医療センター医局改修工事 

〈小倉北区場借二丁目1番地〉 

管理棟 4 階

医局の内部

改修工事 

指

名
11,550

24.12.14

25.03.22

93



番

号
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容

方

法

契約金額 

(千円) 
工 期 

21 
建築部 

建築課 

江川小学校耐震補強工事 

〈若松区大字乙丸５番地〉 

耐震補強工

事 

指

名
15,912

24.11.08

25.03.15

22 
建築部 

建築課 

市丸小学校耐震補強工事（第 2 期）

及び合馬小学校耐震補強工事 

〈小倉南区大字市丸472番地2ほか〉

耐震補強工

事 

指

名
33,113

24.11.08

25.03.15

23 
建築部 

建築課 

上津役小学校耐震補強工事(第 1 期)

及び永犬丸西小学校屋内運動場耐震

補強工事 

〈八幡西区上の原町一丁目4番地〉 

耐震補強工

事 

指

名
19,978

24.11.15

25.03.15

24 
建築部 

建築課 

貫小学校耐震補強工事（第1期） 

〈小倉南区上貫三丁目１番地〉 

耐震補強工

事 

指

名
25,739

24.11.15

25.03.15

25 
建築部 

建築課 

花房小学校耐震補強工事 

〈若松区大字小竹2227番地〉 

耐震補強工

事 

指

名
23,960

24.11.22

25.05.07

26 
建築部 

建築課 

企救丘小学校耐震補強工事（第1期）

及び泉台小学校耐震補強工事（第 1

期） 
〈小倉南区企救丘二丁目1番地ほか〉 

耐震補強工

事 

指

名
21,492

24.11.22

25.03.15

27 
建築部 

建築課 

足立中学校外壁改修工事 

〈小倉北区萩崎町3番地〉 

外壁改修工

事 

指

名
47,984

24.11.29

25.03.29

28 
建築部 

建築課 

企救丘小学校他 1 校屋上遮熱塗装工

事 
〈小倉南区企救丘二丁目1番地ほか〉 

屋上遮熱塗

装工事他 

指

名
18,345

24.12.27

25.03.07

29 
建築部 

建築課 

北九州国際展示場可動間仕切り改修

工事 

〈小倉北区浅野三丁目8番地〉 

可動間仕切

りの部品交

換工事 

随

意
6,195

25.01.07

25.02.06

30 
建築部 

建築課 

平成 24 年度小倉北エリア昇降機修

繕工事（その１） 

〈小倉北区浅野一丁目１番ほか〉 

昇降機修繕

工事 

随

意
73,500

24.11.07

25.02.28

31 
建築部 

建築課 

上津役市民センター空調改修電気工

事 

〈八幡西区上の原二丁目2番地〉 

低圧受電へ

の変更工事 

指

名
7,076

24.11.08

25.02.15
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32 
建築部 

建築課 

大里南小学校耐震補強電気工事（第

1期） 

〈門司区新原町15番地〉 

耐震補強工

事 

指

名
5,717

24.11.22

25.03.15

33 
建築部 

建築課 

北湊浄化センター場内照明改良工事 

〈若松区大字安瀬64番地〉 

ＬＥＤ照明

更新工事 

指

名
9,794

24.12.13

25.03.13

34 
建築部 

建築課 

東谷市民センター空調改修工事 

〈小倉南区大字木下７０４番地〉 

空調機の改

修工事 

一

般
13,165

24.10.25

25.01.31

35 
建築部 

建築課 

響ホールトイレ増設機械工事 

〈八幡東区平野一丁目1番地〉 

トイレ改造

工事 

指

名
9,811

24.11.29

25.03.28

36 
建築部 

建築課 

高須中学校配膳室増築工事 

〈若松区高須北一丁目１番地〉 

普通教室を

配膳室に改

修（一部増

築）するも

の。 

指

名
16,475

25.05.02

25.09.30

37 
建築部 

建築課 

響灘緑地多目的トイレ他１件新築工

事 

〈若松区大字竹並292番地ほか〉 

既存トイレ

解体及び新

築工事 

指

名
9,429

25.05.02

25.09.09

38 
建築部 

建築課 

医生丘小学校大規模改修工事（第一

期） 

〈八幡西区千代ヶ崎二丁目10番地〉

老朽化した

建物等につ

いて大規模

改修工事を

行うもの。 

一

般
90,206

25.06.28

25.10.26

39 
建築部 

建築課 

天籟寺小学校耐震補強工事（第2期）

〈戸畑区夜宮二丁目1番地〉 

耐震補強工

事 

指

名
32,763

25.05.23

25.10.04

40 
建築部 

建築課 

湯川小学校耐震補強工事（第 1 期）

及び足原幼稚園耐震補強工事 

〈小倉南区湯川新町一丁目8番地〉 

耐震補強工

事 

指

名
37,790

25.06.06

25.11.22
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41 
建築部 

建築課 

曽根中学校耐震補強工事 

〈小倉南区中曽根二丁目13番地〉 

耐震補強工

事 

指

名
48,854

25.05.30

25.10.10

42 
建築部 

建築課 

港町ポンプ場外壁等改良工事 

〈小倉北区東港一丁目1番地〉 

外壁改修工

事他 

指

名
28,772

25.06.06

25.10.04

43 
建築部 

建築課 

東中島ポンプ場門扉改良工事 

〈八幡西区御開二丁目5番地〉 

ポンプ場出

入り口の門

扉の改修工

事 

指

名
2,743

25.08．01

25.10.15

44 
建築部 

建築課 

総合療育センター中央棟空調熱源設

備更新工事 

〈小倉南区春ヶ丘10番地〉 

空調熱源設

備（ヒートポ

ンプチラー）

の更新工事 

指

名
8,942

25.06.27

25.10.31

45 
建築部 

建築課 

旧門司三井倶楽部空調設備改修工事 

〈門司区港町7番地〉 

空調機の更

新工事 

一

般
16,118

25.09.05

25.12.13

46 
建築部 

建築課 

曽根中学校耐震補強工事実施設計委

託 

〈小倉南区中曽根二丁目13番地〉 

耐震補強工

事の実施設

計 

指

名
2,294

24.11.01

25.03.15

47 
建築部 

建築課 

曽根中学校耐震補強工事監理委託 

〈小倉南区中曽根二丁目13番地〉 

耐震補強工

事の監理委

託

随

意
952

25.05.29

25.10.10

48 
建築部 

建築課 

湯川小学校耐震補強工事（第 1 期）

及び足原幼稚園耐震補強工事監理委

託 

〈小倉南区湯川新町一丁目 8 番地ほ

か〉 

耐震補強工

事の監理委

託 

随

意
1,418

25.06.05

25.11.22

49 
建築部 

電気設備課 

若松競艇場空調及び電気自動制御用

中央監視装置取替工事 

〈若松区赤岩町13-1〉 

空調及び電気

自動制御用の

中央監視装置

を取替える。 

随

意
28,875

24.11.21

25.03.29

50 
建築部 

電気設備課 

本城公園電気設備改修工事 

〈八幡西区御開四丁目16番〉 

本城陸上競

技場キュー

ビクルの改

修工事を行

うもの。

指

名
10,928

24.12.20

25.03.29
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51 
建築部 

電気設備課 

市立医療センター本館非常用発電機

改修工事 

〈小倉北区馬借二丁目1-1〉 

本館非常用

発電機の部

品交換等整

備 

随

意
7,875

25.01.23

25.03.29

52 
建築部 

電気設備課 

小倉北特別支援学校薄膜太陽光発電

パネル設置工事 

〈小倉北区下到津四丁目3番 1号〉 

小倉北特別

支援学校に

薄膜太陽光

発電パネル

工事を行う

もの。 

指

名
5,462

24.11.08

25.02.28

53 
建築部 

電気設備課 

国道 199 号（八幡西区）道路照明灯

LED化工事 

〈八幡西区御開ほか〉 

道路照明灯 

灯具取替 

N=143 灯 

一

般
35,909

24.11.15

25.03.29

54 
 建築部 

電気設備課 

国道 199号（戸畑区）道路照明灯LED

化工事 

〈戸畑区千防三丁目ほか〉 

道路照明灯

具替 

予定箇所数 

N=372 箇所

指

名
7,135

24.11.30

25.03.29

55 
建築部 

電気設備課

小倉北消防署移転新築電気工事 

〈小倉北区大手町8番〉

小倉北消防

署移転新築

に伴う電気

工事 

一

般 
108,728

24.10.11

25.11.25

56 
建築部 

電気設備課 

朽網市民センター大規模改修電気工

事 

〈小倉南区朽網西三丁目6番 39号〉

老朽化対策、

耐震化、バリ

アフリー化

に伴う電気

改修工事 

一

般
18,549

25.08.15

26.02.21

57 
建築部 

電気設備課 

長行小学校耐震補強電気工事（第 1

期）及び貫小学校耐震補強電気工事

（第2期） 

〈小倉南区長行東三丁目 8 番 1 号ほ

か〉 

長 行 小 学

校・貫小学校

の校舎の耐

震補強工事

を行うもの。

指

名
8,138

25.05.30

25.10.31

58 
建築部 

電気設備課 

大蔵中学校大規模改修電気工事（第

1期） 

〈八幡東区大蔵一丁目4番 1号〉 

老朽化した電気

設備について経

年による機能低

下を復旧するた

め大規模改修工

事を行うもの。 

一

般
32,533

25.06.20

25.10.28

59 
建築部 

電気設備課 

医生丘小学校大規模改修電気工事

（第1期） 

〈八幡西区千代ヶ崎二丁目 10 番 1

号〉 

老朽化した電気

設備について経

年による機能低

下を復旧するた

め大規模改修工

事を行うもの。 

一

般
25,153

25.06.27

25.10.26
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60
建築部 

電気設備課 

城南中学校改築電気工事 

〈小倉南区富士見三丁目3番 1号〉

城南中学校

改築工事に

伴う電気工

事 

一

般
39,581

25.08.15

26.08.31

61 
建築部 

電気設備課 

枝光本町前田 1 号線他道路照明灯

LED化工事 

〈八幡東区東田二丁目ほか〉 

道路照明灯 

取替 

107 灯 

一

般
31,385

25.09.12

26.01.31

62
建築部 

機械設備課 

中央卸売市場冷蔵庫棟製氷機改修工

事他耐震補強工事 

〈小倉北区西港町94番地の9〉

冷蔵庫棟製氷

機改修工事及

び冷蔵庫棟の

耐震補強工事

を行う。 

指

名
72,246

24.11.01

25.03.29

63
建築部 

機械設備課 

門司区清滝四丁目消防専用送水管更

新工事 

〈門司区清滝四丁目1番～4番〉

老朽化により

漏水して使用

不能となって

いる消防専用

送水管を全面

更新。 

指

名 
5,799

24.11.22

25.03.15

64
建築部 

機械設備課 

ほたる活動拠点（ミニほたる館）改修

機械工事 

〈八幡西区香月四丁目6番 1号〉

RC 造 1F 347

㎡の改修機

械工事

指

名 
9,315

24.12.20

25.04.30

65
建築部 

機械設備課 

市立八幡病院東棟ガス吸収冷温水機

改修工事 

〈八幡東区西本町四丁目18番 1号〉

老朽化したガ

ス吸収冷温水

機（2 基）のオ

ーバーホール

及び付帯設備

（ポンプ）の更

新 

指

名
31,832

24.12.26

25.06.14

66
建築部 

機械設備課 

小倉北消防署移転新築空調工事 

〈小倉北区大手町9番〉

小倉北消防

署の新築空

調工事 

一

般
35,157

24.10.11

25.11.25

67
建築部 

機械設備課 

北九州市立高等学校耐震補強機械

工事（第2期） 

〈戸畑区浅生一丁目10番 1号〉

校舎の耐震

補強工事を

行うもの。 

指

名
5,755

25.06.13

25.11.22

68
建築部 

機械設備課 

足原小学校大規模改修機械工事（第

1期） 

〈小倉北区足原二丁目8番 1号〉 

老朽化した建

物等について

経年による機

能低下を復旧

するため大規

模改修工事を

行うもの。 

一

般
37,455

25.06.13

25.10.20

98



番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容

方

法

契約金額 

(千円)
工 期

69
建築部 

機械設備課 

大蔵中学校大規模改修機械工事(第

1期) 

〈八幡東区大蔵一丁目4番 1号〉 

老朽化した建

物等について

経年による機

能低下を復旧

するため大規

模改修工事を

行うもの。

指

名
10,448

25.06.20

25.10.30

70 
建築部 

機械設備課 

医生丘小学校大規模改修機械工事

(第 1期) 

〈八幡西区千代ヶ崎二丁目 10 番 1

号〉 

老朽化した建

物等について

経年による機

能低下を復旧

するため大規

模改修工事を

行うもの。

一

般
22,533

25.06.27

25.10.26

71 
建築部 

機械設備課 

八幡西特別支援学校直結式給水工事 

〈八幡西区下上津役四丁目8番2号〉

八幡西特別

支援学校に

おける直結

式給水工事

を行うもの 

指

名
6,492

25.07.18

25.10.17

72
建築部 

機械設備課 

国際村交流センター空調機等改修工

事 

〈八幡東区平野一丁目1番 1号〉 

国際村交流セ

ンターの空調

設備等の更新

工事 

一

般
31,290

25.08.01

25.12.27

73
建築部 

機械設備課 

合馬竹林公園展示館直結式給水工事 

〈小倉南区大字合馬38番 2号〉 

上 水 道 の

敷設 

指

名
4,179

25.09.05

25.12.04

計 73件 4,323,667

別表２ 軽微な工事の抽出件数及び契約金額一覧表（建築都市局） 

部 名 課 名 件数 契約金額（千円） 

整備部 
都心・副都心開発室 1 1,895 

学術・研究都市開発事務所 3 4,676 

折尾総合整備事務所 
計画課 2 3,510 

工事課 2 3,030 

計 8 13,111 

99



北九州市監査公表第２７号

平成２６年５月２７日

北九州市監査委員  山 口   彰 

同         廣 瀬 隆 明 

                同         日 野 雄 二 

 同         世 良 俊 明 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。

１ 監査の種類

定期監査 

２ 措置を講じた局等

港湾空港局

３ 監査の期間

平成２５年７月２９日から平成２５年１１月２２日まで

４ 監査公表の時期                           

平成２６年２月１０日（平成２６年監査公表第１１号）
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）港湾空港局 

監 査 の 結 果 措 置 状 況

ア 契約事務

（ア）委託契約事務について

（総務企画課）

業務委託契約の実施において、予定

価格を積算するに当たり数社から参考

見積書を徴しているが、より低価格の

見積を提示した業者がいるにもかかわ

らず、見積価格の平均価格を採用して

予定価格を設定していた。 

市契約規則では、契約を行う場合に

は、あらかじめ仕様書、設計書、取引

の実例価格、需給の状況、履行の難易、

契約数量の多寡及び履行期限の長短等

によって予定価格を定めなければなら

ないとされている。 

適正な事務処理をされたい。

今回の指摘を受け、再発防止のため、

平成２５年１０月１８日に業務委託契

約事務に関する課内研修を実施し、適

正な事務処理を行うよう、職員へ周知、

指導を行った。

今後も、継続的に実地での研修や十

分な確認をしていくこととする。
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監 査 の 結 果 措 置 状 況

イ その他

（ア）行政財産の使用承認について

（整備課）

市民太陽光発電所の事業に使用する

土地の使用承認について、同一会計（一

般会計）であることを理由に使用料を

無償としていた。 

市民太陽光発電所事業は、平成２４

年度に設置され、平成２５年度からは

歳入及び歳出予算で構成した北九州市

市民太陽光発電所特別会計で事業を実

施しており、異なる会計間での使用で

ある。 

市公有財産管理規則第５条では、異

なる会計間で使用させるときは、有償

によるものとしている。 

適正な事務処理をされたい。

１ 指摘に沿った改善是正

市民太陽光発電所の事業に使用する

土地（工事に伴う現場事務所用地）の

使用について、当初、総務企画局市制

５０周年記念事業推進室からの申請で

あったため、同一会計間の貸付と思い

込み、無償として事務処理を行った。

無償の取り扱いをする場合は、その

根拠について（今回の場合、同一会計

かどうか）、特に慎重に精査・確認を行

うべきであった。

今回の指摘を受け、有償による手続

きを行い、使用料を徴した。

２ 制度面での恒久的措置

今後、同様の間違いが生じないよう

に、土地の使用承認の事務手続きの見

直しを行い、事務処理手順書及び申請

書に会計区分のチェック項目を追加し

た。

また、会計区分の確認のための資料

（当該事業の支出負担行為伺書など）

の添付を求め、適正な事務処理を行う

こととした。
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監 査 の 結 果 措 置 状 況

（イ） 港湾施設使用料の会計区分につ

いて

（港営課、港湾事務所）

港湾施設の使用料について、一般会

計で整備した施設（岸壁、物揚場、護

岸等）であるにもかかわらず、港湾整

備特別会計の収入としているものがあ

った。 

一般会計と特別会計の歳入は、区分

して経理する必要がある。 

適正な事務処理をされたい。

１ 指摘に沿った改善是正

指摘があった目的外使用と占用使用

の会計区分については、出納閉鎖期日

までに収入更正を行い、適正な処理を

行う。 

２ 制度面での措置

一般会計施設の中には、港湾整備特

別会計（以下、「特会」）で造成した埋

立地の上に整備されたものがあるが、

造成時期が古く会計の仕分けが困難な

ため、特会の土地の管理に係るものと

して、当該施設の目的外及び占用の使

用料収入を特会の収入としていた。 

こうした理由から指摘以外の緑地、

道路等についても同様の事例があるた

め、会計の仕分け基準を定めることと

する。 

本件については、局内関係課及び財

政局と十分協議を進め、平成２６年度

中に作業を完了し、平成２７年度以降

の適正化を図っていく。

３ 職員への周知

収入更正、基準策定後の取扱いにつ

いて、実際に業務を行う職員に対して

周知、研修を確実に行っていく。
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監 査 の 結 果 措 置 状 況

（ウ）港湾施設「荷捌き地」の使用

許可について

（港営課、港湾事務所）

港湾施設である「荷捌き地」の一般

使用については、市港湾施設管理条例

（以下「条例」）に基づき、３１日を上

限として、その使用を許可している。

また、特別な理由があると認めると

きは、その使用期間を延長することが

できるとしている。 

このうち、荷役用機材等の置き場と

して同施設の使用を許可したものにつ

いて、半月ごと、又はひと月ごとに許

可したもののほか、ひと月ごとに使用

延長の許可を行っているものがあった

。 

当該許可行為については、港湾施設

運営手順書に基づき荷役用機材等を貨

物とみなし、各々の実態に応じて許可

期間を決定したものであるが、条例で

は、同施設の使用許可期間が１５日を

超える場合には、その使用料単価が上

昇することとなっており、施設利用者

のためにも許可期間については公正か

つ客観的な基準が求められるものであ

る。 

当該使用期間に関して、より明確な

許可基準を整備されたい。 

１ 指摘に沿った改善是正

荷役用機材等の置き場としての荷さ

ばき地の使用許可については、港湾空

港局で定めた「港湾施設運営手順書」

において「貨物とみなし」として取扱

うよう定めていたが、各係でその取扱

いについて考え方の相違があった。 

今後は、「荷役用機材等の置き場とし

ての荷捌き地の使用許可」については

荷役の対象となる貨物の許可期間に合

わせた許可とするよう徹底する。 

２ 制度面での恒久的措置 

荷役用機材等の置き場については、

「港湾施設運営手順書」に１項目を設

け、荷役の対象となる貨物の許可期間

に合わせた許可期間とする旨を明記す

る。 

３ 職員への周知 

「港湾施設運営手順書」改正後の取

扱いについて、実際に業務を行う職員

に対しての周知、研修を確実に行って

いくこととする。
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監 査 の 結 果 措 置 状 況

（エ）港湾施設の使用許可について

（港営課、港湾事務所）

港湾施設の使用許可について、占用

許可又は、目的外使用許可が必要であ

るにもかかわらず、行為許可だけで処

理しているものが見受けられた。 

港湾施設の使用許可は使用料にかか

わるものであり、行為許可だけでは使

用料を徴収できない。 

市港湾施設管理条例では、使用者、

目的外使用者又は占用者から、使用料

を徴収するとなっている。 

適正な事務処理をされたい。 

１ 指摘に沿った改善是正

「駐車場」については、平成２５年

度より目的外使用許可に是正した。

「給水管引込」及び「看板設置」に

ついては、平成２５年１２月より占用

使用許可に是正した。

「ミニトライアスロン大会のテント

設置」については、平成２６年度から

目的外使用許可に是正したい。

「ミニトライアスロン大会の待機自

転車置き場」と「戸畑祇園大山笠の展

示」については、今後引き続き検討を

行い、適正な事務処理となるようにし

たい。

２ 制度面での恒久的措置

港湾施設の使用許可時に、港湾施設

運営手順書に定めた区分に基づき「占

用許可」「目的外使用許可」「行為許可」

を行うことを徹底する。

３ 職員への周知

平成２５年１１月１１日及び１１月

２７日に事務改善会議を行い、「市港湾

施設管理条例」「市港湾施設管理規則」

「港湾施設運営手順書」に基づき、適

正に事務を行うよう、周知徹底を図っ

た。
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監 査 の 結 果 措 置 状 況

局全体としては、今回の指摘だけで

なく、過去の指摘等についても再発を

防止するため、「事務適正化のチェック

ポイント」を更新し、局内研修を実施

する。
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北九州市監査公表第２８号

平成２６年５月２７日 

北九州市監査委員  山 口   彰 

同         廣 瀬 隆 明 

同         日 野 雄 二 

同         世 良 俊 明 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を行ったので、同条

第９項の規定により、その結果を公表する。 

１ 監査の対象 

今回の監査は、建設局及び区役所まちづくり整備課において施工する道路

関係の工事（調査・設計委託及び除草・浚渫に係る業務委託を含む）で、平

成２４年１１月１６日から平成２５年１１月１５日までに契約した本工事及

び軽微な工事並びに平成２４年度から平成２５年度への継続工事を対象とし

た。

２ 監査の方法 

監査に必要な資料の提出を求め、表１、表２のとおり工事等を抽出し、そ

れぞれ事務手続、計画・設計及び施工について、事務が適正に執行されてい

るか等を主眼に、関係書類の調査及び現地調査を実施するとともに、関係職

員から説明を聴取した。 

表１ 工事の抽出（建設局） 

工 事 区 分 
対 象 工 事 抽 出 工 事 

備 考 
件 数 契約金額(千円) 件 数 契約金額(千円)

本  工  事 

（委託業務を含む） 
250 9,350,982 37 2,650,072 別表 1 参照 

軽 微 な 工 事 

（委託業務を含む） 
284 224,421 15 27,197 別表 2 参照 
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表２ 工事の抽出（区役所まちづくり整備課）

工 事 区 分 
対 象 工 事 抽 出 工 事 

備 考 
件 数 契約金額(千円) 件 数 契約金額(千円)

本  工  事 

（委託業務を含む） 
300 2,582,103 27 422,062 別表 3 参照 

軽 微 な 工 事 

（委託業務を含む） 
2,046 2,834,383 36 57,651 別表 4 参照 

３ 監査の期間 

平成２５年１２月２６日から平成２６年４月３０日まで 

４ 監査の結果 

（１）建設局 

監査の結果、工事の事務手続、計画・設計及び施工は、おおむね適正に

行われていたが、一部に次のような事項が認められた。これらについては、

適切な措置を講じられたい。 

※［ ］内の数字は、「別表１ 本工事抽出一覧表」の番号を示す。 

ア 地盤改良杭の設計について 

  （道路建設課） 

［６］横代南町山手１号線道路改良工事（24-1） 

本工事は、都市計画道路南方朽網線の一部を構成する区間の道路改良工

事である。 

道路築造に必要なＬ型プレキャスト擁壁工において、基礎地盤を補強す

るため、中圧噴射攪拌地盤改良工法による改良杭（径 1.2ｍ）を擁壁底盤

幅に応じて、１列または２列で施工している。 

改良杭の設計は、所定の地盤支持力に必要となる改良率を設定して、最

適な杭径、配置を決定するが、２列配置の施工区間では、約２分の１の区

間で杭の一部が底盤外へ大きくハミ出し、支持力として考慮されない部分

まで改良した不経済な配置となっていた。これは擁壁の安定性を考慮した

ものであるが、杭の配置を工夫することにより、施工する杭の本数を減ず

ることができ、施工費を軽減できた。 

地盤改良杭の設計においては、改良率等についての設計上の考え方を十

分理解し、経済性を含めた最適な杭の配置等の比較検討を行った上で、適

切に行われたい。 
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イ 仮設防護柵の設計荷重について 

  （街路課） 

［１１］中央町穴生線（青山工区）道路改築工事（24-1） 

本工事は、都市計画道路中央町穴生線の２車線区間を４車線化する道

路改築工事である。 

その中で、コンクリートブロック積擁壁を施工中の掘削法面から、一

般道への落石等を防護するため、地上高さ 3.5ｍのＨ型鋼（幅 15cm、根

入れ 1.0ｍ）親杭横矢板方式による仮設防護柵を設計変更で増工している。 

しかし、この仮設防護柵の設計においては、風の影響も考慮した柵の

転倒等の検討をすべきであったが、なされていなかった。 

このため、施工された仮設防護柵が突風などに対し、安全かどうかが

不明であり、不適切な設計・施工であった。 

仮設工の設計・施工に際しては、工事中の安全性が確保されるよう、

必要な設計荷重を考慮した上で、適切に行われたい。 

（２）区役所まちづくり整備課 

監査の結果、工事の事務手続、計画・設計及び施工は、おおむね適正に

行われていた。 
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別表１ 本工事抽出一覧表（建設局） 

番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

1 
道 路 部

道路維持課

都市モノレール小倉線鋼

桁他補修工事（24-2） 

<小倉北区魚町四丁目ほか>

軌道桁・橋脚塗

装 

支承塗装 

指

名 
129,570

25. 1.24 

25. 9.30 

2 
道 路 部

道路維持課

都市モノレール小倉線支

承補修工事（24-9） 

＜小倉南区富士見二丁目ほか＞

支承塗装工 
指

名 
70,264

24.11.29 

25. 4.30 

3 
道 路 部

道路維持課

都市モノレール小倉線北方停留場エスカ

レーター更新詳細設計業務委託

＜小倉南区北方三丁目＞

エスカレーター

更新詳細設計

指

名 
15,435

25. 8.15 

26. 2.14 

4 
道 路 部

道路建設課

一般国道 199 号(砂津バイ

パス)橋梁下部工工事（24）

＜小倉北区浅野二丁目＞ 

橋台工 

道路改良工 

指

名 
285,160

24. 8. 9 

25. 8.31 

5 
道 路 部

道路建設課

払川塩屋1号線(塩屋橋)橋

梁上部工工事(24-1) 

＜若松区大字塩屋＞ 

橋梁上部工 
指

名 
203,525

24. 9.20 

25. 7.19 

6 
道 路 部

道路建設課

横代南町山手１号線道路

改良工事（24-1） 

＜小倉南区隠蓑外＞ 

土工、舗装工、

擁壁工、縁石

工、排水工 

一

般 
47,186

24.11. 1 

25. 6.28 

7 
道 路 部

道路建設課

一般国道 495 号(竹並バイ

パス)舗装新設工事（24-2）

＜若松区大字竹並＞ 

車道擁壁工 

舗装工 

指

名 
15,737

24.12.13 

25. 3.15 

8 
道 路 部

道路建設課

長行田町線（蒲生工区）道

路改築工事（24-1） 

<小倉南区大字蒲生ほか> 

車道舗装、歩道

舗装、排水工、

照明灯管路工 

一

般 
69,714

24.12.13 

25. 9.30 

9 
道 路 部

道路建設課

曽根225号線舗装新設工事

(24-1) 

＜小倉南区新曽根＞ 

車道舗装、歩道

舗装､橋面舗装､

照明灯管路工 

指

名 
17,796

24.12.13 

25. 3.15 

10 
道 路 部

道路建設課

国道3号（大川橋交差点）

上大川橋撤去工事 

＜門司区大里東一丁目ほか＞

仮橋工、土留工

上部工撤去工、

下部工撤去工 

一

般 
98,435

24.12.13

25.10.31
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

11 
道 路 部

街 路 課

中央町穴生線（青山工区）

道路改築工事（24-1） 

＜八幡西区青山二丁目ほか＞

土工、排水工、

縁石工、車道舗

装工、歩道舗装工

一

般 
57,029

24.11.15

25. 6.30

12 
道 路 部

街 路 課

砂津長浜線道路改良工事

（24-1） 

＜小倉北区長浜町＞ 

土工、仮設工、

Ｕ型擁壁工 

一

般 
347,550

24.11.15

26. 2.28

13 
道 路 部

街 路 課

室町大門線道路改築工事

（24-1） 

＜小倉北区大門一丁目＞ 

道路土工、舗装

工 

指

名 
19,662

25. 3.14

25.10.31

14 
道 路 部

街 路 課

飛行場南線（中曽根工区）

道路改築工事（25-1） 

＜小倉南区中曽根新町＞ 

舗装工、側溝

工、縁石工、防

護柵工 

一

般 
52,076

24.11.15

25. 6.20

15 
道 路 部

街 路 課

紫川東線舗装新設工事

（24-1） 

＜小倉北区浅野二丁目ほか＞

車道舗装、歩道

舗装、区画線、

転落防止柵 

指

名 
87,422

24.11.29

25. 5.31

16 
道 路 部

街 路 課

日明渡船場線（和泉橋）橋

梁下部工工事（24-6） 

＜小倉北区愛宕二丁目ほか＞

道路土工、壁式

橋脚工、仮設

工、旧橋橋脚撤去

一

般 
122,457

24.11. 1

25. 7.31

17 
道 路 部

街 路 課

博労町線舗装工事（24-2）

＜小倉北区京町三丁目＞ 

道路土工、遮熱

性舗装工、路面

切削工、区画線工

指

名 
82,338

24.12.27

25. 8.20

18 
道 路 部

街 路 課

3号線(両国橋）上部工工事

（24-1） 

＜八幡東区大蔵二丁目＞ 

上部工、護岸

工、車線切替 

一

般 
167,210

24. 9.20

25. 5.31

19 
道 路 部

街 路 課

3号線（両国橋）仮橋撤去

工事（25-3） 

＜八幡東区大蔵二丁目＞ 

仮橋撤去 
随

意 
6,449

25. 5.16

25. 8.31

20 
道 路 部

街 路 課

歩行者専用道路 15 号線屋

根修正設計業務委託 

＜小倉南区城野一丁目＞ 

屋根設計 
随

意 
2,194

25. 9. 4

25.12. 3
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

21 
道 路 部

街 路 課

中原戸畑１号線外下部工

工事（23-9） 

＜戸畑区大字中原地内＞ 

逆Ｔ式橋台、鋼

製橋脚（門型）

基礎 

一

般 
159,614

24. 3.22

25. 6.30

22 
道 路 部

街 路 課

黒崎岸の浦１号線道路改

良工事（24-1） 

＜八幡西区岸の浦一丁目ほか＞

土工、排水工、

歩道舗装工 

一

般 
50,706

24.11.15

25. 7.31

23 

東   部

整備事務所

工務第一課

港橋（国道199号）橋梁補

修補強工事（24-1） 

＜小倉北区東港一丁目ほか＞

落橋防止工、他
指

名 
62,535

24.10.11

25. 4.30

24 

東   部

整備事務所

工務第一課

下到津橋（都下到津2号線）

橋梁補修補強工事 

＜小倉北区下到津三丁目地先＞

補修工（下部

工・上部工）、

他 

一

般 
53,218

24.11.15

25. 6.28

25 

東   部

整備事務所

工務第一課

小倉駅小倉城口ｴｽｶﾚｰﾀｰﾙｰ

ﾌ設置工事（24-6） 

＜小倉北区浅野一丁目＞ 

鉄骨建て方、基

礎杭、壁パネル

設置工、他 

指

名 
80,472

24.11.22

25. 8.31

26 

東   部

整備事務所

工務第一課

愛宕橋（板櫃町9号線）橋

梁補修補強工事 

＜小倉北区板櫃町＞ 

補修工（下部

工・上部工）、 

他 

一

般 
30,415

24.12.13

25. 6.30

27 

東   部

整備事務所

工務第一課

高徳橋（徳吉東高津尾１号

線）橋梁補修補強工事 

＜小倉南区大字高津尾地内＞

補修工(上部

工)、他 

指

名 
13,897

24.12.14

25. 5.31

28 

東   部

整備事務所

工務第一課

市丸21号線道路改築工事 

＜小倉南区大字市丸＞ 

土工、擁壁工、

舗装工 

指

名 
8,457

24.12.26

25. 6.30

29 

東   部

整備事務所

工務第一課

北九州空港移転跡地内（区

画1）整地工事（24-2） 

＜小倉南区曽根北町地内＞

載荷盛土撤去、

発生土運搬工、

他 

指

名 
13,956

25. 2. 1

25. 4.30

30 

西   部

整備事務所

工務第一課

香月橋（上香月1号線）橋

梁補修工事 

＜八幡西区上香月一丁目ほか＞

橋面舗装工他 
指

名 
17,819

25. 1.24

25. 5.31
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

31 

西   部

整備事務所

工務第一課

黒崎駅前ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ B

階段解体工事（24-5） 

＜八幡西区黒崎三丁目ほか＞

構造物取壊工、

ｴｽｶﾚｰﾀ撤去工

他 

指

名 
18,905

24.12.28

25. 6.20

32 

西   部

整備事務所

工務第一課

畑隧道（小倉中間線）ﾄﾝﾈﾙ

補修補強設計業務委託 

＜八幡西区大字畑＞ 

測量・調査他 
指

名 
8,351

24.12.20

25. 9.30

33 

西   部

整備事務所

工務第一課

5号線（市瀬工区）道路改

築工事（24-1） 

＜八幡西区市瀬二丁目＞ 

Ｌ型擁壁工他 
指

名 
11,698

24.12.28

25. 7.20

34 

西   部

整備事務所

工務第一課

黒崎駅前ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ改

修工事（24-3） 

＜八幡西区黒崎三丁目ほか＞

受梁架設工、ﾋﾟ

ｯﾄ築造工、U型

擁壁工他 

指

名 
51,262

24.11. 8

25. 5.31

35 

西   部

整備事務所

工務第一課

蓮花寺橋（香月 99 号線）

橋梁下部工工事（24-1） 

＜八幡西区大字上香月＞ 

橋梁下部工、護

岸工、旧橋撤去

工、仮橋工 

一

般 
94,057

24. 8.30

25. 6.30

36 

西   部

整備事務所

工務第一課

上中原橋（国道199号）橋

梁補修補強工事（24-1） 

＜戸畑区中原東三丁目＞ 

橋面撤去工、落

橋防止ｼｽﾃﾑ工

他 

指

名 
27,284

24.12.13

25. 6.30

37 

西   部

整備事務所

工務第一課

奥洞海橋（二島 96 号線）

橋梁補修補強工事（24-2）

＜若松区南二島二丁目＞ 

塗替塗装工、 

ｸﾗｯｸ処理他 

指

名 
50,217

25. 2.14

25. 6.30

計          37 件     2,650,072 千円   
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別表２ 軽微な工事の抽出件数及び契約金額一覧表(建設局) 

部 名 課 名 件 数 金額(千円) 適 要 

道 路 部

道 路 維 持 課 1 1,708
・排水管布設工事 

・道路改良工事 

・交差点改良工事 

・擁壁設置工事 
道 路 建 設 課 4 6,879

街 路 課 3 5,186

東 部

整 備 事 務 所
工 務 第 一 課 3 5,877

西 部

整 備 事 務 所
工 務 第 一 課 4 7,547

計 15 27,197
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別表３ 本工事抽出一覧表（区役所まちづくり整備課） 

番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

1 

門司区役所 

まちづくり 

整 備 課 

黒川白野江東本町線（清見

一丁目ほか）舗装補修工事

＜門司区清見一丁目ほか＞

路面切削工、舗

装工、区画線工

指

名 
8,660

25. 7.29

25. 9.30

2 

門司区役所 

まちづくり 

整 備 課 

吉志新町1号線他道路除草

業務委託 

＜門司区吉志新町二丁目ほか＞

道路除草 
指

名 
6,026

25. 6.26

25.10.31

3 

門司区役所 

まちづくり 

整 備 課 

村中川二の橋他 12 橋橋梁

補修設計業務委託 

＜門司区松原三丁目ほか＞

橋梁補修実施

設計 

指

名 
6,482

24.12.21

25. 3.29

4 

門司区役所 

まちづくり 

整 備 課 

門司エリア昇降機保守点

検業務委託 

＜門司区中町6番ほか＞ 

駆動鎖装置点

検、排水装置点

検他 

随

意 
9,713

25. 3.29

26. 3.31

5 

小倉北区役所

まちづくり

整 備 課

国道 199号（勝山通り）遮

熱性舗装工事（１工区） 

＜小倉北区米町一丁目ほか＞

遮熱性舗装工 
指

名 
30,100

25. 1.24

25. 3.19

6 

小倉北区役所

まちづくり

整 備 課

小倉駅新幹線口動く歩道

保守点検業務委託 

＜小倉北区浅野二丁目＞ 

動く歩道保守

点検 

随

意 
781

25. 2. 1

25. 3.31

7 

小倉北区役所

まちづくり

整 備 課

国道 199 号（25-1)舗装補

修工事 

＜小倉北区東港一丁目＞ 

舗装補修 
指

名 
23,275

25. 6.27

25.10. 5

8 

小倉北区役所

まちづくり

整 備 課

西港町１号線舗装補修工

事 

＜小倉北区西港町＞ 

舗装補修 
指

名 
17,288

25. 7.12

25.10.10

9 

小倉北区役所

まちづくり

整 備 課

小倉北区 JR 駅昇降機保守

点検業務委託 

＜小倉北区浅野一丁目１番ほか＞

昇降機保守点

検 

随

意 
35,589

25. 3.28

26. 3.31

10 

小倉北区役所

まちづくり

整 備 課

小倉駅南口昇降機保守点

検業務委託 

＜小倉北区浅野一丁目１番＞

昇降機保守点

検 

随

意 
1,487

25. 3.25

26. 3.31
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

11 

小倉北区役所

まちづくり

整 備 課

到津ﾄﾝﾈﾙ保守点検業務委

託 

＜小倉北区都一丁目ほか＞

ﾄﾝﾈﾙ設備保守

点検 

指

名 
5,040

25. 4. 1

26. 3.31

12 

小倉北区役所

まちづくり

整 備 課

勝山ﾄﾝﾈﾙ保守点検業務委

託 

＜小倉北区城内＞ 

ﾄﾝﾈﾙ設備保守

点検 

指

名 
998

25. 4. 1

26. 3.31

13 

小倉南区役所

まちづくり

整 備 課

国道 322 号(北方一丁目ほか)

歩道ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化整備工事 

＜小倉南区北方一丁目ほか＞

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工 
指

名 
11,752

24.11.16

25. 6.30

14 

小倉南区役所

まちづくり

整 備 課

直方行橋線災害防除工事 

＜小倉南区大字井手浦＞ 
擁壁工 

指

名 
16,147

25. 7. 5

25.12.12

15 

小倉南区役所

まちづくり

整 備 課

中曽根東六丁目私道舗装

補修工事 

＜小倉南区中曽根東六丁目＞

舗装工 
指

名 
3,180

25. 7.12

25. 9.13

16 

若松区役所

まちづくり

整 備 課

深町16号線道路整備工事 

＜若松区深町一丁目＞ 

ブロック積、 

自由勾配側溝 

指

名 
49,211

24.11. 1

25. 4.30

17 

若松区役所

まちづくり

整 備 課

本町10号線ｲﾒｰｼﾞ歩道整備

工事 

＜若松区本町一丁目＞ 

舗装、側溝、 

ｶﾗｰ舗装 

指

名 
18,503

24.12. 7

25. 7. 5

18 

若松区役所

まちづくり

整 備 課

本町小竹1号線（環境）防

護柵設置工事 

＜若松区向洋町＞ 

転落防止柵 
指

名 
3,510

25. 4.19

25. 6.18

19 

八幡東区役所

まちづくり

整 備 課

北九州小竹線災害防除法

面補強工事 

＜八幡東区大字田代＞ 

吹付け枠工  

枠内表面処理 

指

名 
13,734

24.12.14

25. 3.15

20 

八幡東区役所

まちづくり

整 備 課

山王 10 号線張出歩道改築

工事 

＜八幡東区山王二丁目＞ 

張出し歩道 
指

名 
14,324

24.12.14

25. 3.15
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番

号 
部課名 

工 事 名 称 

〈工 事 場 所〉 
工事概要 

契約内容 

方 

法 

契約金額 

（千円） 
工 期 

21 

八幡東区役所

まちづくり

整 備 課

枝光尾倉１号線舗装補修

工事（南側工区） 

＜八幡東区東田二丁目＞ 

保水性舗装 
指

名 
19,025

25. 5. 7

25. 8.30

22 

八幡西区役所

まちづくり

整 備 課

医生ヶ丘横断歩道橋補修

工事 

＜八幡西区医生ヶ丘＞ 

歩道橋塗装工、

橋面舗装工、 

足場工他 

指

名 
59,042

24.12.13

25. 6.28

23 

八幡西区役所

まちづくり

整 備 課

木屋瀬66号線（長崎街道）

舗装工事 

＜八幡西区木屋瀬四丁目＞

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

ｶﾗｰ舗装 

指

名 
16,638

25. 2.18

25. 5.31

24 

八幡西区役所

まちづくり

整 備 課

野面金剛1号線舗装補修工

事 

＜八幡西区野面一丁目ほか＞

土工、舗装工、

区画線工、 

付帯工 

指

名 
9,071

25. 7.19

25.11.16

25 

戸 畑 区

まちづくり

整 備 課

両国橋（下到津戸畑線）橋

梁補修補強工事 

＜戸畑区一枝三丁目＞ 

上下部工補修工、

橋面防水工、 

高欄取替工 

指

名 
15,427

24.12.14

25. 5.15

26 

戸 畑 区

まちづくり

整 備 課

小芝2号線舗装補修工事 

＜戸畑区小芝二丁目ほか＞

路面切削工、 

車道舗装工、 

区画線復旧工 

指

名 
13,154

24.12. 7

25. 3.14

27 

戸 畑 区

まちづくり

整 備 課

県道下到津戸畑線舗装補

修工事（その1） 

＜戸畑区一枝一丁目ほか＞

路面切削、 

車道舗装、 

区画線復旧工 

指

名 
13,905

25. 7.12

25. 9.30

計          27 件      422,062 千円   
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別表４ 軽微な工事の抽出件数及び契約金額一覧表(区役所) 

部 名 課 名 件 数 金額(千円) 適 要 

門 司 区 役 所 まちづくり整備課 6 9,417
・歩道整備工事 

・側溝補修工事 

・舗装補修工事 

・防護柵設置工事 

・道路照明工事 

・道路除草業務委託 

小 倉 北 区 役 所 まちづくり整備課 5 7,309

小 倉 南 区 役 所 まちづくり整備課 5 6,657

若 松 区 役 所 まちづくり整備課 6 9,592

八 幡 東 区 役 所 まちづくり整備課 5 9,577

八 幡 西 区 役 所 まちづくり整備課 6 10,430

戸 畑 区 役 所 まちづくり整備課 3 4,669

計  36 57,651
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